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行政常任委員会 

 

令和２年年３月１６日（月）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○三鬼（孝）委員長   おはようございます。行政常任委員会を再開いたします。  

 髙村委員が病気のため欠席されております。  

 それでは、金曜日の監査委員事務局の議案第３号、尾鷲市監査委員条例の一部改

正について、楠委員から質疑がありました点を答弁していただきますので、よろし

くお願いします。  

○仲監査委員事務局長   昨日の本委員会での楠委員の御質問、金曜日の御質問に

お答えしたいと思います。ちょっと通知させていただきます。  

 御質問の内容としましては、いわゆる求償権につきまして、新自治法第２４３条

の２の条文も対象としているのかという御質問であったかなと思います。  

 令和２年４月１日より繰下げとなるこの新、第２４３条の２の２は、職員の賠償

責任について規定したものであります。つまり、故意又は重大な過失によって生じ

た損害を賠償しなければならない旨が規定されており、例えば公用車による事故等

で、職員が業務中に事故を起こして、職員に故意又は重大な過失があった場合に、

一旦、市が被害者に損害賠償を行い、その後、市が職員に対して、その分の返還請

求を行うといったケースについても、第２４３条の２の２に規定された職員の賠償

責任といったものに該当すると思われ、すなわち、市側に職員に対する求償権が発

生する場合があると解釈いたします。  

 御質問のありました、新設された法第２４３条の２は、そういったケースの中に

おいても、職員の行為が善意でかつ重大な過失がない場合に限定して、損害賠償額

の一定額を超える部分を免除することができる旨を規定した条文であります。言い

換えれば、求償権の範囲について言及したものであると読み取れるのではないかと

解釈いたします。  

 なお、求償権、すなわち職員による損害賠償責任については、いろんなケースが

あると思われます。先ほど述べました自動車事故におけるケース以外にも様々なケ

ースがあると考えますが、免除金額につきましては、参酌基準が政令で示されるこ

ととなっております。  

 また、新法第２４３条には、まだ、４月１日から施行ということで、個別の具体
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的な事例につきましては、４月１日以降、各地において検証、検討されていくので

はないかと考えております。  

 以上であります。  

○三鬼（孝）委員長   楠委員、よろしい。  

○小川委員   今、税務課の課長もいらっしゃいますので、ちょっとお伺いしたい

んですけど、その不納を欠損する場合、職員の不作為となった場合、不納欠損を起

こした場合に、その責任というのはやっぱり、これに合わせてやっていかれるんで

しょうか。  

○仲監査委員事務局長   あくまで今回、法第２４３条の２の２、職員の損害賠償

責任については、この自治法が基本になるのではないかと思います。  

○小川委員   変なことを言うようですけど、職員が不納欠損、やらんならんとこ

ろへやらんと、取り立てせなんだりとか、不作為があった場合は、職員に損害賠償

を請求できるということなんでしょうか。  

○仲監査委員事務局長   この２４３条の２は、故意又は重大な過失があった場合

ということになります。さらに言いますと、２４３条の２の２に繰下げとなった部

分に関しては、職員の行為が善意でかつ重大な過失がない場合に適用されるという

ことであろうかと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○楠委員   多分、小川委員の言っている不作為の不法行為というのが職員にあっ

た場合には、当然、市長が職員に対して請求するというのはあると思うんですよね。  

 あともう一つは、違法行為の場合は、第三者、いわゆる市民から訴えられた場合

も、必ず国賠法で出てくるので、不作為というのは、行政運営上、よく首長が見て

いないと大変な話になるかと思うんですね。  

○小川委員   討論じゃないんですけど、そんな場合、市長にも、義務づけ訴訟と

いって起こされるおそれも出てきますよね。どうなんでしょうか。  

○吉沢税務課長   小川委員さんがおっしゃられるとおり、怠る事実ということで、

当然、そういうことはあってはならないということで、十分配慮して考えておりま

すので、細々した法の適用の関係については、複雑になりますので、失礼します。  

○三鬼（孝）委員長   ありがとうございました。局長、まだあるの。  

○仲監査委員事務局長   今回の自治法改正とは別件になりますけれども、仲委員

さんからの御質問の、先週の回答で一部、補足説明させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。  
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 そうしたら、監査基準の第２条の第３、財政援助団体において、その団体の出納

その他の事務の執行が適正に行われているか、当該財政援助などの目的に沿って行

われているかを監査することが記載されておりますけれども、財政援助団体の全体

の経理そのものを監査の対象とするのかという御質問があったかと思うんですが、

若干補足させていただきたいと思います。  

 私は、全ての援助団体に対して、補助事業に該当する分の書類のみを監査して評

価するといったようなニュアンスの回答をさせてもらったんですけれども、この回

答は、補助金交付団体のうち、事業費補助を行っている団体の場合について該当す

るものでありまして、運営費補助として補助を行っている団体、あるいは指定管理

者については、その団体、事業者がその事業を適切に担える状態か否かを判断する

ために、監査として、その団体の経営状況についてもチェックする必要があると判

断した場合、財務諸表等の検査を行う場合があります。  

 ただし、あくまで対象事業者に対する直接評価というのが目的ではなく、市によ

る財政支援が適正かどうかを判断するため、事業発注者、いわゆる、つまり担当課

側が、その事業目的達成のため、事業者の経営状況も含めた事業実績の検討、検証

をしっかりと行っているか否か、監査として評価を行う必要があるため、その裏づ

けとして実施するものです。事業発注側の担当者からの援助支援が適正かつ適切で

あるかどうかの問題でありますので、事業者に対する直接の評価というのは行わず、

担当課の事業評価や確認の実施体制に対する評価といったもののみを行うことにし

ております。  

 以上です。  

○三鬼（和）委員   今の説明の中で、一度、前に市の補助金、夢古道に対する補

助金で、指定管理する金額の中で、旅費交通費等々について説明があって、所管の

課の今の商工観光が説明するということがあったんですけど、それ以前にやっぱり

監査が適切にそういったもの、補助対象の事業をやられているかどうかということ

をチェックしていただかないといと、我々は、そういうところまでできないところ

があろうかと思うんですね。  

 やっぱり監査の審査するときには、補助対象なり、指定管理対象なりのメニュー

がきちっとそのように適切にというのかな、ちょっと旅費交通費がわけ分からんよ

うなところがあったような気がするんですけど、その辺はやっぱり監査が、厳しく

とは言いませんけど、適切適正に処理されておるかというのをして、決算のときで

も何でも、そういった旨を伝えるようなことはしていただきたい。  
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 所管の課も、指導の立場はあろうかと思うんですけど、そう思いましたので、こ

の前の、去年かな、何か審査のときに、それについてどう思いますか、このことを。  

○仲監査委員事務局長   委員さんのおっしゃるとおりでありまして、当然、指定

管理者に対しては、財務諸表を見せていただいた中で、これが指定管理の目的に沿

ったものであるかという部分のジャッジ、これは監査としてはしていかなあかんし、

そのときに当然、担当課に対して、きちっと見なさいよというような評価、指導も

するのはもちろんですけれども、指定管理者そのものに対しての意見といったもの

も、監査としてやっていくべきだと思います。  

○野田委員   監査ということで補助金を、今、導入部分として、補助金を対象に

した形の１９９条の７項の財政援助団体等の監査というものについては、そういう

ところから入っていくということなんですけれども、もし、そこでおかしな動きと

か不正があった場合は、普通、民間企業なんかだったら特別監査というやり方もあ

るんですけれども、そこら辺はまた次元を変えたやり方で監査するという必要があ

ると思うんですけど、そういう２段構えということはあり得るんですか。  

○仲監査委員事務局長   ２段構えという意味がちょっとあれなんですが、とにか

く、そういった視点といいますか、そういった中で、やっぱり気がついて、おかし

い部分については当然、意見といいますか、質問をより深いところまで聞くといっ

た、はっきりと調べるような体制、それを持つ必要はあると思っております。  

○三鬼（孝）委員長   簡潔に。  

○野田委員   要は、２段構えという言い方はおかしいかも分からんけれども、要

は、特別にそこに焦点を当ててやるという、監査というものは、地方自治法の中に

おいてはあり得るのですか。ちょっと僕もそこら辺が、一般監査、定期監査、そう

いうところは見ているんですけれども、その点どうですか。  

○仲監査委員事務局長   監査としましては当然、全体を全て見るというのは不可

能であります。そんな中である各リスク、市全体のリスクを抽出して、そこに力を

入れてやるという考え方を持っておりますので、そういうやり方を適用させたいと

思います。  

○三鬼（孝）委員長   はい、御苦労さん。局長退席。  

 それでは、税務課に係る議案第９号、尾鷲市固定資産評価審査委員会条例の一部

改正について、議案第１８号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議

決について、議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会計予算の議決についての３議

案を審査いたしますので、よろしくお願いします。  
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 それではまず、議案第９号の説明を求めます。  

○吉沢税務課長   税務課です。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第９号、尾鷲市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、

御説明いたします。新旧対照表５４ページを御覧ください。  

 今回の一部改正は、条例第６条第２項で引用する上位法令の題名及び条番号など

が改正されたことに伴い、語句等の修正を行うものであります。  

 なお、本改正による固定資産評価審査業務について、特段の事務取扱の変更は見

込まれておりません。  

 議案第９号、尾鷲市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についての説明は以

上であります。御審議をお願いいたします。  

○三鬼（孝）委員長   議案第９号の説明は終わりましたので、御質疑ある方は御

発言願います。  

 よろしいでしょうか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、議案第９号については審査を

終了いたします。  

 それでは続きまして、議案第１８号の説明を求めます。  

○吉沢税務課長   それでは、議案第１８号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算

（第８号）の議決についてのうち、税務課所管部分について、予算書等に基づき御

説明をいたします。  

 補正予算書の３ページを御覧ください。  

 １款市税、補正前の額１９億４ ,５８５万８ ,０００円に対して、２ ,９９１万５ ,

０００円の増額補正を行い、予算現額を１９億７ ,５７７万３ ,０００円とするもの

であります。  

 今回の市税の補正については、令和元年１２月末の各税の調定及び収入状況等を

基に、年度末の収入見込みを精査し、所要の補正を行ったものであります。  

 詳細は委員会資料のほうで説明をさせていただきます。委員会資料１ページを御

覧ください。  

 この表は、今回の市税の補正内容について取りまとめた表であります。左から、

補正を行った予算科目、補正予算額、年度末最終収入見込額、当初予算額、補正の

主な理由などを取りまとめております。補正については、全て御覧のとおり増額で、

市税合計で２ ,９９１万５ ,０００円の補正増となりました。  
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 税目ごとの補正理由については、右の欄に記載のとおりの内容であります。  

 委員会資料２ページを御覧ください。  

 今回の補正のため、市税の年度末の収入見込みを精査するために参考にした、令

和元年１２月末の市税収納実績表であります。  

 内容については、記載のとおり、各税目の１２月末の調定額、収入済額などを表

している表であります。こちらの表については、後ほど御参照をお願いいたします。  

 補正予算についての説明は以上であります。御審議、よろしくお願いいたします。  

○三鬼（孝）委員長   説明を終わりましたので、御質疑ある方は御発言願います。  

○楠委員   １ページの、個人の名前はどうでもよくて、追徴課税など大口の課税

があったということは、課税漏れなのか、それとも申告漏れなのか、その辺、ちょ

っと確認させてください。  

○吉沢税務課長   こちらに掲載させていただいておるのは、国税のほうで、申告

が不申告で申告されたものとか、あるいは、修正申告をしているんやけれども、内

容について、増額をする必要があったということで、いわゆる追徴された件数が大

口で５件ほどありまして、その金額が影響、市県民税の増額ということになりまし

たので、以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他にございませんか。  

○奥田委員   今の資料の２ページのところなんですけれども、収納率が前年度同

期に比べて、前々年度に比べてもかなり落ちているような気がするんですけど、何

か原因はありますか。考えていますかね。  

○吉沢税務課長   まず、収納実績の表、こちらの表なんですけど、月別の末の状

況です。収納率のほうは参考に掲示をさせていただいておるんですけれども、末日

の部分でありますので、例えば現年課税の分のほうが課税額が多い。それで、納期

の関係で、土日、祝日でずれ込むとき等々あると、日計の締め日の関係で、極端に

ずれ込む部分がありますので、まず、収納についてはほぼ終わりかけなんですけれ

ども、そういった関係で、納期が未到来の部分の収入関係で、ちょっとずれる場合

があるもので、その点は御留意願いたいんです。  

 ただ、奥田委員さんのおっしゃるとおり、例年に比べて収入未済が増えて、今回、

焦げつき案件がなかなか片づかんということがありましたので、今年度はちょっと

厳しい状況じゃないのかなとは考えております。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。他に。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、議案の審査を終わります。  

 続きまして、議案第１３号の説明を求めます。  

○吉沢税務課長   それでは、引き続き、議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会

計当初予算のうち、税務課所管部分につきまして、予算書等に基づき御説明いたし

ます。  

 当初予算書１４、１５ページを御覧ください。  

 一般会計歳入、１款市税であります。詳細な内容は、委員会資料のほうで説明を

いたします。  

 委員会資料の３ページのほうを御覧ください。こちらの表は、税目ごとに、令和

２年度と令和元年度の当初予算ベースで比較した表であります。  

 最下段の計の欄を御覧ください。市税合計は、令和２年度当初予算額１８億９ ,

４９６万７ ,０００円と見込んでおります。前年度当初予算額に比較して５ ,０８９

万１ ,０００円の減額見込みとなりました。  

 令和２年度当初予算につきましては、令和元年度の課税状況等を基に、ここ数年

の本市の社会経済状況の経年変化や税法改正などの特殊要因による増減見込み等を

加味して積算をしております。  

 内容は、記載の表のとおり、税目により増減がありますが、減少している税目が

多数であります。増減幅の大きいものを抜粋して説明をいたします。  

 まず、１款市民税、１目個人、１節現年課税分を御覧ください。前年度当初予算

額に比較して、１ ,２６９万１ ,０００円減額見込みであります。人口減少等の傾向

等により減額と見込んでおります。  

 次に、２目法人、現年課税分１ ,６０６万９ ,０００円減額の見込みであります。

こちらは、法人税割の税率変更等による減少見込みであります。  

 次に、２項１目固定資産税、１節現年課税分を御覧ください。前年度当初予算額

に比較して、１ ,８５４万７ ,０００円の減額見込みであります。主な理由は、固定

資産税のうち、家屋課税分の滅失による減少等が主な要因であります。  

 次に、４項１目市たばこ税を御覧ください。２１６万８ ,０００円減少見込みで

あります。市たばこ税については、前年度からの課税ベース傾向を参考に、本年度、

令和２年度も減少が見込まれるため、減額見込みといたしました。  

 次に、５項１目都市計画税、１節現年課税分は、４３９万３ ,０００円の減少見

込みであります。主な理由は、固定資産税と同様でございます。  
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 これら増減の相殺の結果、減額のほうが大きく、５ ,０８９万１ ,０００円、市税

全体では減少の見込みとなりました。  

 市税の説明は以上です。  

 次に、予算書２４、２５ページにお戻りください。  

 １３款使用料及び手数料、２項手数料、１目１節総務手数料、このうち税務課分

は、説明欄上から５番目、税務証明手数料６０万９ ,０００円、これは税務関連の

各種証明書発行手数料であります。  

 次に、予算書３４、３５ページを御覧ください。  

 １５款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金、個人県民

税徴収取扱交付金２ ,４４９万円、県民税の徴収事務経費に係る交付金であります。  

 次に、予算書４０、４１ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金３５１万円、市税の延滞

金であります。  

 次に、予算書４２、４３ページを御覧ください。  

 ５項１目雑入、１節滞納処分費２０万１ ,０００円は、滞納処分を行うとき必要

とされる各種手数料などの費用に対する収入であります。  

 次に、２節総務費雑入のうち税務課に係るものは、備考欄上から９番目のコピー

使用料１ ,０００円のほか、その下にあります納付書等共同印刷負担金１６０万７ ,

０００円であります。こちらの負担金は、納付書印刷費用のうち、国保特別会計後

期高齢者医療特別会計からの応分の負担金であります。  

 続きまして、歳出予算について御説明いたします。  

 予算書１０２、１０３ページを御覧ください。  

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費のうち税務課に係る歳出は、説明欄の

賦課事務費を御覧ください。賦課事務費４ ,２４４万１ ,０００円、これは市税の賦

課業務関連の事務的経費でありますが、令和２年度分は、後ほど御説明いたします

委託料関係で、前年度当初予算と比べ約１ ,０００万円ほど増加しております。  

 詳細な内容は担当補佐のほうから御説明いたしますので、よろしくお願いします。  

○古戸税務課長補佐兼係長   それでは、説明させていただきます。内容は、主な

もののみ申し上げます。  

 需用費２４９万円、業務関連の印刷製本費等であります。  

 役務費２２６万７ ,０００円、納税通知書等の郵送費用が主なものであります。  

 次の委託料２ ,６５６万２ ,０００円、賦課業務関連で例年必要な業務委託料であ
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りますが、本年度は、山林地域地番参考図整備業務委託料１ ,４８７万２ ,０００円

が増加しています。  

 内容については、資料にて説明いたします。委員会資料１０ページを御覧くださ

い。  

 まず、１、砂防指定地に係る固定資産評価額の減額についてを御覧ください。  

 記載のとおり、固定資産評価基準で、砂防地域について、固定資産税評価額を基

本２分の１に減額するように規定されました。砂防指定地の把握については、都道

府県が保有する砂防指定地台帳・図面等によって行いますが、砂防指定について土

地所有者の同意が不要であるといったことから、地番や所有者の特定にまで至って

いないケースが多く、事実上、指定地が判明しないといった問題があり、全国的に

も、減額措置が事実上不可能な箇所が大半であったことから、経過措置的にできな

い部分についてはやむを得ない旨の例外規定が規定され、それが延長されておりま

した。  

 次に、２、砂防指定地の減額措置の実施状況を御覧ください。  

 こちらに記載のとおり、近年、ＧＩＳの技術的な進歩もあり、県土木部の持つ砂

防台帳の整備も進んだことから、全国平均の減額措置の実施率が８０％を超えてき

ました。そのため、暫定的な例外措置が、次回、令和３年度、延長されない見込み

が濃厚となりました。  

 次の１１ページ。３、経緯を御覧ください。  

 表の中ほどにあります、三重県内の協議を御覧ください。そういった状況もあっ

て、三重県内でも、砂防地の減額措置が行えるよう、県の土木部、行財政課と市町

で減額措置の実施に向けた会議を重ね、県、市町がお互い協力を行うことが確認さ

れました。具体的な協力方法については、県が地番等の特定を行うため、県の保有

する砂防指定地に係る台帳、図面等と、市町の課税部門が持つ山林の固定資産課税

台帳の補助的な図面と突合を行います。  

 具体的な業務内容は、４のとおり、市内の山林１万４ ,０００筆、７万４ ,０００

平米について、公図や林地台帳等を基に、県の砂防指定地と突合できるような地番

参考図データの整備であります。  

 本市におきましては、地方税法第３８０条第３項で定める参考図面、地番参考図

について、山林部分については未整備でありましたので、砂防指定地の減額措置を

実施するに当たり、整備する必要がありましたので、今回、予算計上いたしました。  

 なお、業務委託は、令和２年度のみの委託業務で、費用は１ ,４８７万２ ,０００
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円であります。  

 山林地域地番参考図整備委託料の説明については以上であります。  

 予算書１０２、１０３ページにお戻りください。  

（発言する者あり）  

○吉沢税務課長   砂防指定地の図面については、県の土木部が持っています。概

要図……。  

（「資料の中にない」と呼ぶ者あり）  

○吉沢税務課長   この資料の中には、まだありません。まだこちらに掲示をして

いただいていないということで、はい。  

○南委員   今現在でもあれでしょう、砂防指定されておる山林であるんでしょう。

僕はその指定箇所の図面がないかと思うので。  

○吉沢税務課長   今回の資料には用意を、ちょっとしておりません。  

○南委員   できたら用意していただきたいですね。  

○三鬼（孝）委員長   用意できるの。  

○吉沢税務課長   ちょっと県のほうに確認させていただいて、用意できたら、ま

たお配りさせてもらいますので。  

○三鬼（孝）委員長   よろしくお願いします。  

○古戸税務課長補佐兼係長   予算書１０２、１０３ページを説明いたします。  

 次に、使用料及び賃借料、２３４万５ ,０００円、主なものは、地方税電子申告

審査システム等ＡＳＰサービス使用料２１４万円、いわゆるｅＬＴＡＸ、電子申告

等に係る利用料であります。  

 次に、負担金補助及び交付金７７万円については、次ページを御覧ください。記

載のとおり、業務関連で必要な関連団体への負担金等であります。  

 次に、償還金利子及び割引料８００万円につきましては、市税の過年度還付金及

び還付加算金であります。  

 賦課事務費については以上であります。  

○吉沢税務課長   続きまして、２目賦課徴収費であります。説明欄を御覧くださ

い。  

 徴収事務経費５７６万７ ,０００円は、市税の徴収業務に係る事務的な経費であ

ります。内容につきましては担当主幹のほうから御説明いたしますので、よろしく

お願いします。  

○民部税務課主幹兼係長   それでは、説明させていただきます。  
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 報酬２万円は、固定資産評価委員３人分の報酬であります。旅費４万１ ,０００

円は、県外徴収に係る普通旅費であります。需用費１２０万１ ,０００円につきま

しては、納付書、納付書封筒等に係る印刷製本費が主なものであります。  

 次に、役務費２００万４ ,０００円は、督促状、催告状などの郵送経費が主なも

のであります。  

 委員会資料１２ページを御覧ください。郵送料等の費用関連で、令和２年度から

口座振替済通知書を廃止することといたしましたので、概要を報告させていただき

ます。  

 本市では、口座振替収納された市税につきまして、納税者の方に振替済通知書を

送付しておりましたが、省資源化、経費節減の観点から見直しを行い、令和２年度

から廃止させていただくことといたしました。  

 これによりまして、通信運搬費等が年間約６６万円削減できる見込みであります。

また、市民の皆様には、広報４月号、そして、納入通知発送時にお知らせ文書を同

封するなど、御理解を得るよう周知する予定であります。  

 予算書の１０４、１０５ページにお戻りください。負担金補助及び交付金２５０

万１ ,０００円です。  

 次のページを御覧ください。主なものは、三重地方税管理回収機構への負担金２

４０万７ ,０００円であります。  

 徴収事務経費につきましては以上であります。  

○吉沢税務課長   主要施策の予算概要、２２ページを御覧ください。  

 こちらの内容については、先ほどからの説明とほぼ重複いたしますので、説明は

割愛させていただきますので、後ほど御参照をお願いいたします。  

 令和２年度一般会計当初予算のうち税務課の説明は以上であります。御審議いた

だき、御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１３号、税務課に係る説明が終わりましたので、御

質疑ある方は御発言を願います。  

○南委員   資料の中で、土地計画税の、たしか、どこやったかな、大型の……。  

（「３ページ」と呼ぶ者あり）  

○南委員   ３ページか、すみません。都市計画で、４３９万３ ,０００円、資料の

３ページの、大規模建物損失ということで、○○○○さんの部分だと理解してよろ

しいんですか、これは。  

○吉沢税務課長   御想像のとおりということで、ただ、ちょっと金額のほうは、
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ずばりとは言えないんですけど、その影響が多大にあります。  

○南委員   企業さんのちょっと名前は、言ったのはちょっと訂正させてもらいま

すけれども、意外に、償却資産の割に、建物壊しても、大した金額じゃないんです

ね、想像で物申すと。あれはどういう計算なんですか、これは。  

○吉沢税務課長   これは固定資産税のほうの滅失、家屋課税分の、ほとんど一緒

なんですけど、○○○○のほうの課税のほうは償却、機械器具類、建屋、ぱっと見

建物なんですけれども、償却に見る部分とかあります。それで、前年度に大幅な機

械器具類の償却の部分の課税の部分がかなり落ち込んで、この部分については、い

わゆる家屋課税分に該当する、建屋とかそういったところですもので、償却という

ことじゃなくということで、御理解をお願いします。  

○南委員   はい、分かりました。  

○奥田委員   先ほどちょっと南委員が言われていた、１０３ページのところの山

林地域地番参考図整備業務委託料、１ ,４８７万円もあるんですけど、これはあれ

ですか。市税の入ってくる分、入の部分が、当初予算、去年に比べて５ ,０００万

円減っているということでしたけれども、この賦課事務費、逆に１ ,０００万円増

えているということなんですけど、やっぱりこれが一番大きいんですか。  

○吉沢税務課長   賦課事務費の増額要因については、奥田委員のおっしゃるとお

り、この部分が非常に影響を与えておるということで、はい。  

○奥田委員   これ、資料１１ページを見ると、業務委託内容が書かれているんで

すけど、今回、委託料がちょっと多いものですから、当初予算、果たしてこんなに

要るんですか、１ ,４００万円も。結構大きいなという感じがするんですけどね。  

○吉沢税務課長   これは、１１ページのほうの関連の四角い升を見ていただきた

いんですけれども、今回、１ ,４００万円かかるということで、こういう話になっ

たわけなんですけれども、非常に金額がかかるということで、何とか安上がりにな

るような方法はないのかなということも、いろいろ検討は、この経緯のとおりさせ

ていただいたんですけど、基本的に砂防指定地の地番特定をまず行わなければなら

ないことが、ほぼ濃厚になったということで、山林部分については本来、地方税法

第３８０条第３項の、いろんな図面の中で参考図面的に用意せなあかんというとこ

ろなんですけど、市内宅地とかについては、法務局の公図とか地籍測量図がありま

すので、ＧＩＳのほうに持っておるんですけど、本市におきましては、山林につい

ては残念ながら未整備ということがありましたので、その中で、法務局にも山林の

公図自体があるのが、九鬼の一部と須賀利の一部でごく僅かということで、そのパ
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ズルをいろいろ埋めていくのに、見積りをいただいたんですけど、この程度必要や

ないんかということで、中身についてはこれぐらいが妥当なものではないかという

ことで考えておりますけれども。  

○奥田委員   ちょっとよく分からないので、基本的なことを聞きますけど、農林

水産のほうでも、構造整備したりとかしているじゃないですか。そういうものをう

まく連携できないものかなという気はするんですけど、それと、これはあれですか。  

（「補助金」と呼ぶ者あり）  

○奥田委員   補助金あるんですか。県との協議ということがあるもので、県が大

分出してくれるということですかね。  

○吉沢税務課長   まず、県の補助とかは、いろいろ話の交渉の中で、この協議が

始まったときに、何とかお願いできんのかということは何度も要請はさせていただ

いたんですけれども、基本的には、この３０８条第３項に基づいて、市町の課税部

局が、そういった参考図面を持っていて当たり前ということで、補助とかは一切あ

りません。  

 それで、今、奥田委員のおっしゃったとおり、山林については、どこの市町も同

じやと思うんですけど、団子図、公図を参考図面的に、ＧＩＳのほうに載せていま

す。  

 ただ、本市におきましては、どんな経緯か分からないんですけれども、公図がほ

とんどない地域、山林についてはあるということで、図面上のデータを整備できて

いないような実態があります。  

 それで、高速道路をつけたところとか、測量したりとか、あるいは公図があると

いう部分についても、パズルを埋めるという中で、当然もととなるいろんな古い図

面とか、業者が持っているＧＩＳの中で、県の森林施業の関係で今、整備している

ような図面の概略図も参考にして、パズルを埋めていくという形で、それをデータ

集約するのにも、当然活用はさせていただいての値段ということで、御理解をお願

いします。  

○仲委員   関連なんですけど、砂防地の、分かりやすく言えば、公図をつくると

いうことになると思うんですけど、全体的な公図だったら、とてもじゃないけど、

無理やと思うけど、砂防地にある、影響のある周囲の公図を作成すればよいという

判断ですか。  

○吉沢税務課長   この委託業務は、資料にも書かせてもらっておるとおり、全体

の山林の概略図、参考図をつくるということで、御理解のほうお願いしたいと思い
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ます。砂防指定地だけと限定するんじゃなしに、やっぱりこのパズルの関係で、そ

の部分だけということはとてもできないということで、今回そもそも、第３８０条

でそういった図面を整備しなければならないということもありましたので、この際、

費用がかかるんですけど、今年度限りで山林の部分はこれで、参考図面ができると

いうことで、砂防指定地だけの業務委託ということは、金額的にもあまり変わらな

いということ出ましたもので、この際、全部整備をさせていただきたいということ

で。  

○仲委員   山全体の砂防地の参考図を作って、それで一部、砂防地の地番を特定

したいという解釈でよろしいですか。  

○吉沢税務課長   まず、砂防指定地に関しては、保安林とか違って、地番とか特

定しない、本人の同意も得ていないという部分が大部分なんです。  

 堰堤とかある部分については、県が買収する必要がありますので、地番の特定な

り何なりして、買収はしておるんですけど、それ以外の砂防指定の、僕も聞いてび

っくりしたんですけど、何か標柱指定とかいうて、図面にぽんぽんと落として、こ

んだけと本人の了解も得んと、了解って語弊があるんですけど、指定したり、あと、

流域指定といって、河川沿いに、右左１０メーター、図面上で図示して、事足りる

ということでありますので、実際、２分の１に減額処理するにしても、地番が分か

らないとできないと。  

 その中で、県の言い分では、図面をちょっと整備しているもので、こちらの参考

図と照らし合わせて、この部分が該当するということを、連絡いただけるというこ

とで、おっしゃったとおり、そういう山林の参考図面を整備して、山林部分の受渡

しといいますか、突合を県にお願いをするということで御理解ください。  

○三鬼（和）委員   予算書１０６、１０７なんですけど、負担金の中で、三重地

方税管理回収機構負担金、ここ数年、金額変わらないんですけど、本来だったら決

算でいいんかなとも思うんですけど、傾向的に、ここ数年のこの負担金に、見合う

と言ったらおかしいけど、市の取り立てというのかな、これは、この前、予算計上

負担金しておるのと、本市における回収率というんかな、ここはどうなんですか。  

 それで、本年度は、負担金として出しておるのか、今年度も若干、こういった回

収せざるを得ないというのがどうなのかという、その傾向だけでもちょっと示して

ください。  

○吉沢税務課長   機構のほうに負担金するのは規約で決まっております。それか

ら、規約のほうの決まり方なんですけど、依頼する案件１件当たり１４万円、尾鷲
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市の場合だと、国保も合わせて１４件ほど、それが基本的な均等割みたいな形、依

頼割りみたいな形と。  

 それからプラス前々年度に頼んで、集めていただいたお金、回収していただいた

お金の１０％を合わせて負担する。後追い負担みたいな形になっております。  

 それで、実際のところ、機構のほうがやはり専門的なことで、本市の中でも、簡

易な差押え、寄附金とか、換価可能なのはさせて、何とかやるんですけど、やっぱ

り不動産の公売やとか、あるいは、もう一つは実際、納付されんでも、調査とかい

ろいろそれ、やっぱり県の職員も来て、集中してそれを専門的にやっていますので、

そういうノウハウはどうしてもやっぱり機構に任せて、もう回収不能という分析も

していただけますので、これからも機構のほうは、市町ではなかなか対応できんと

ころが実際のところでありますので、利用をさせていただきたいと考えております。  

 以上です。  

○三鬼（和）委員   基本的な費用については要るであろうということですけど、

ここ数年、金額が下がってきたということは、回収機構のお世話になっている部分

が少なくなってきたと受け止めるのか、回収できないと受け止めるのか、どっちな

んですか。  

○吉沢税務課長   依頼件数のほうは、ほぼ１４件ということで、固定をお願いし

ているということで、おっしゃるとおり、前々年度の集めてもらった部分の割合が、

金額が下がってきておるのに影響を与えておると。焦げついて集まらんとかいう部

分が増えてきておるということを理解しています。ただ、これについてはやっぱり

年によって、不動産公売とかができたら上がるとかいうことで、減った、増えたは

この前々年実績によるということで、傾向的に減っておるとか、今回は、でも、今

年度途中で結構な金額を集めていただいたりとかしていますので、決算のときには、

再来年度は上がるような形になると思います。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○楠委員   地番整備のところなんですけど、一応、金額的には結構な金額なので、

その業務委託内容の中に、データ変換とかデータ処理があるんですけど、これは、

建設のほうの担当の地籍調査等の関連で、活用は可能なんですか。  

○吉沢税務課長   申し訳ないです。そこまでは、建設とかとも話はしていないん

ですけれども、今回、参考図というのは、実際、あまり権利関係とかまでは、正直

言うたら、参考図面については、市町が持っておる課税部局のほうは、宅地につい
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ても、あくまでも参考図ということで、こういったところにこういった土地が、大

方これぐらいあるんやないんかというような概略的な位置関係を示すような図面で

ありますので、地籍調査まで行くような活用をできるか、参考には多分できるとは

思うんですけれども、そのまま流用したりとか、あまり、なかなか難しいんじゃな

いんかなと理解しています。  

 ただ、その点については、ちょっと気がつきませんでしたので、また成果が上が

る中で、建設課のほうにも連絡のほうをさせていただきたいと思います。  

○楠委員   せっかくこれだけのお金をかけるのであれば、建設のほうと協議して

もらうのと、データ処理の中で、基準点を幾つか、何か所かをセットしておいて、

最終的に世界測地系に合うようにしておけば、次のときの予算が、何かのときに、

本当に少なくて済むんじゃないかなというふうに思いますので、地籍のほうは県の

ほうからの支出ですけど、ほとんどが、そういうところを合理的にちょっと考えて

もらって、この１ ,４００万円という委託の中で検討してもらったほうがいいんじ

ゃないかと思います。  

○吉沢税務課長   基準点までして復元可能な図面は、恐らく高速道路の関係では

っきりしている部分以外は、そこまでできる費用じゃないと理解しております。た

だ、今後、有効に利用できるように、十分、無駄にならないような形で、業者とも

話はして、成果のある図面を作っていきたいと考えております。  

 以上です。  

○楠委員   基本的に、高速道路とか公共施設があるんだったら、公共施設からオ

フセットをとって、誤差が最小限で手間も少なくなるような作業をしてもらっても

いいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。  

○三鬼（孝）委員長   他に。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、議案第１３号、税務課に係る

審査を終わります。  

 報告事項がありますので、よろしくお願いします。  

○吉沢税務課長   税務課のほうから報告事項２件あります。  

 まず１件目が、ＲＰＡ導入検証について、報告書ができましたので、その概要の

ほうの説明をまず報告させていただきます。  

 今年度、税務課におきまして、先進自治体等で導入しつつある先端技術の一つ、

ＲＰＡ、ロボティック・プロセス・オートメーションにつきまして、業務の効率化
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のため活用できないものか、検証を行っております。  

 先般、２月末に報告書がまとまり、全職員にグループウェアで情報共有を行いま

した。委員の皆様にも参考になればと、タブレットに報告書を上げさせていただき

ました。その報告書の３ページを御覧ください。  

 詳細な内容につきましては後ほど御覧いただくこととし、簡潔に結論のみについ

て、概要のみ申し上げさせていただきます。下線部分を中心に御覧ください。  

 実証を行った結果、ＲＰＡについては作業時間等が大幅に削減できる可能性があ

ることが分かりました。  

 また、費用対効果については、現時点で、囲みのとおりの費用が必要とされまし

て、次の４ページを御覧ください。本市のような比較的小規模な自治体では、税務

課単体の業務量のみだけではなく、全庁的な業務を洗い出し、検証をする必要があ

ると考えました。  

 また、ＲＰＡ自体の操作等、一定の知識が必要で、こういったソフトの取扱い自

体に職員が慣れるような研修が必要と感じたところであります。  

 ５ページを御覧ください。今後の展望でありますが、将来的には、ＲＰＡ等の導

入、活用をせざるを得ない状況になると見込まれております。そのため、活用が有

効な分野の事務の整理、共同利用の方策等々、総合的な検討を早急に全庁的に取り

組んでいく必要があるとの結論となりました。  

 その他、実際の検証状況など細かい内容について、報告書に取りまとめておりま

すので、後ほど御参照をお願いいたします。  

 導入検証報告については以上であります。  

○三鬼（孝）委員長   報告の説明は終わりまして、何かありましたら御発言願い

ます。  

○野田委員   このＲＰＡをちょっと見させてもらって、これは非常に重要な部分

かなと思っています。それについて、市長はどのようにお考えですか。これを導入

するということに関して。  

○加藤市長   ＲＰＡの導入をやるべきか否かということで、やはり我々としても、

実験であるし、いろんな視察をしなきゃならないということで、まず、税務課に関

する作業、業務量が匹敵するんじゃないかということで、税務課のほうで今、先ほ

ど御説明した内容の状況でございます。  

 ただ、税務課だけのＲＰＡを導入するというのは、まず税務課のほうで、各市町

でやっておりますので、まず税務課のほうでどうなのかと。それをやることによっ
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て費用対効果がどうなるのかというようなことで、税務課だけでやるとなると、費

用と効果というものがちょっとやっぱり逆転するんじゃないかという。  

 しかし、これについてはやはり、要するに作業の簡素化、あるいは一本化という

ようなことで、ＲＰＡについては前向きに検討していきたいんですけれども、ただ、

税務課だけじゃなしに、他の、先ほども税務課長が申し上げましたように、全庁的

な感じで進めていくので、これで報告が終わったのでやめということじゃなしに、

ＲＰＡを導入すべく、さらにステップアップしながら、全庁的に考えていきたい、

このように考えております。  

○野田委員   これについては、費用のコストの部分もあるんですけれども、どの

ような形でやっていくかという、これは早急に対応していただきたいと思うんです

けれども。なぜかというと、尾鷲市役所というのは、やっぱり人的作業のほうを優

先して、これは雇用の部分もあるのかも分かりませんけれども、こういう、昔から

そういう機械化とか新しいものを入れるというのは、僕は個人的には遅いのかなと

思っておりまして、今回、こういう研修等行かれて、２０１６年頃からこれが入っ

てきているんですけれども、やはり費用のこともあるんだったら、他市町、要は紀

北町とかそういうところで、費用の分担とか、いろんなことが考えられると思いま

す。  

 その中で、課長、ロードマップというか、全庁でどういうふうにやっていくかと

か、効果とか、これで見ると、資料を見ると、約１時間ぐらいの作業削減が図られ

ているというのは、２００件の試行を見るとそのように書かれているんですけれど

も、その分を含めて、どのような時期にやっていくのかという部分を、ちょっとロ

ードマップを教えていただきたいと思うんですが。  

○吉沢税務課長   資料の１６ページから、ほかの市町の状況、今、把握している

情報を掲載させていただいております。いろいろ、一宮とかほかの市町税務部局で、

ＲＰＡをまず導入しておる部分については、実際のところ、今、うちのほうで検証

したところ、費用を凌駕できるほどの事務量があるということで、あとはいろんな

ことが、費用、スケールメリットということで、導入を検討しておる団体もありま

す。  

 ８ページを御覧いただきたいんですけど、実際、事税務課のほうで、まず、どれ

とどれがＲＰＡをできるかということで検討をさせていただきました。こちらの表

のとおり、七つぐらいの業務について、ＲＰＡを活用できないのかということで、

洗い出しをしたんですけど、ＲＰＡが得意なことは、やっぱり電子化したデータを
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一定のルーチンでするのは得意なんですけど、手書きについては、今のところは、

なかなか活用できないということで、セットでＡＩ―ＯＣＲとかそういったものも

組み込まんと、とてもあかんと。そうすると、費用がとてもやないけど、税務課の

今の業務量、できるものとして割に合わんと。  

 ただ、これについてはいろんな書類とかが電子化されておりますので、そのうち

活用ができる幅も広がるのと、それで、ロードマップとおっしゃったんですけど、

実際のところは、総務課さんのほうにもお願いして、今後はまず、ＲＰＡというの

は、私らのほうも職員が夏場に実際体験するまでは、ふわっとしたイメージしかな

くて、ネットで見たり、ユーチューブで見たりしたら、大体の内容は分かるんです

けれども、実際やってみやんと分からんと。  

 ただ、やってみると、なかなかちょっと、そんなに、エクセルの昔でいうマクロ

に比べたら楽なんですけど、ハードルがやっぱり高いんやないかということで、ま

ずは、ＲＰＡがどんなものに使えるのかということを、職員が理解をして、自分ら

の仕事のどの部分に活用できるかということの洗い出し、ボリュームを探って、し

ていくという段階で、具体的に導入が目的ではないと思いますので、そういった形

で、検討はしていかざるを得ないということで、以上です。  

○野田委員   こういう話がある中で、やっぱり庁内で研修というのが必要だと思

うんですよ。先を見る中において、三重県でもそういうソフトの部分の導入をやっ

ているところもたくさんありますので、そういうところからの考えなり、指導とい

うことも、ここの部分はまだお金もかかりませんから、そういうものを依頼して、

庁内でまずそういう検討をやってみると。どういう形にしたら効率が図られるのか

とか、そういうことがまず必要やと思いますので、せっかくここまで上げるんだっ

たら、そういう部分で、いろんなことを導入することを前提として、メリットの部

分を考えて、やっぱり考える必要があると思いますけど。  

 以上です。  

○吉沢税務課長   ７ページにも書かせてもらっているんですけど、今年度も総務

課さんにお願いをして、研修を何回か開催させてもらいましたので、今後も、この

開催とかを密にしていただきたいと、そういうことで対応していきたいと思います。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○楠委員   基本的に、これは私、前回の議会でも動向を確認して、今回報告して

いただいたんですけど、基本的に国のスマートシティーとかスマート自治体という
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ところで、今後これを進めることによって、交付税だとかいろんな補助とかという

可能性はあるんじゃないかと思うんですけど、今言ったように、導入に向けて、ち

ょっと検討したほうがいいのかなというのは、全庁的に動けるシステムなので、そ

の辺は最終的に市長、今日言って明日できる仕事じゃないので、これは、やっぱり

何か年計画でやっていくという気持ちはあるんでしょうか。  

○加藤市長   これだけ議会の皆さんにも心配していただいて、人材の育成という

ことで、やはり人材の育成をするためには、やっぱり時間も必要なんですね。だか

ら、要するに、８時間働く中で、５時間作業ばっかりやっていると。だから、３時

間頭使う時間しかないと。やっぱり頭使う時間という、あるいは、市民の皆さんと

応対できるような場面というのは、やっぱり多くつくっていかなきゃならない。単

純作業については、基本的にはどんどんどんどん減らしながら、ＡＩ化していくと。

この考え方は、委員も一緒だと思うんですよね。  

 そういった形の中で進めていくためには、一番具体的なものが、私はＲＰＡだと

思っていたんですよ。それでまず、その前からずっとこれについては、税務課でま

ずあれしろと。総務を窓口にしながらやって、いろんな研修も行きながらやれとい

うことで進めていって、結果、今、中間報告にはなっているんですけど、今、こう

いう状況になった。  

 しかし、やっぱりその中で、単純作業を減らしながら、あと、先ほど申しました

ように頭を使う時間、あるいは、市民の皆さんと、要するに、お相手する時間、こ

っちのほうを増やしていかなきゃならない。そのためにもやっぱり前向きにＲＰＡ

導入というのは、一つの大きな、私は手段だと思いますので、これについては前向

きに検討していきたいと、このように考えております。  

○三鬼（和）委員   このＲＰＡ、先ほど税務課のほうが説明してくれたけど、こ

れは本来、総務課とか政策調整でやらなくちゃ、例えば税務課でやっても、職員の

異動があって、それをやっていない職員が来るとできないよと、ペーパーに頼った

りとかというのを、議会のタブレット化したのも同じだと思うんですね。これも、

これによって効率を上げるということでやったわけですので、やっぱり、総務課で

も、若い人たちは使いこなす人もおるわけですので、庁内全体をどうするかという

のが基本だと思うんですけど、その辺はどうなんですか、市長。  

○加藤市長   おっしゃるとおりなんですね。たまたま今回の場合、ＲＰＡをどう

やって使うかということで、一番最初に、税務がもう本当にぴったしなんですよね。

だから、それでまず検討しながら、さっき税務課長が申し上げましたように、税務
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課だけじゃなしにいろんな、福祉保健にしろ、政策調整にしろ、総務にしろ、病院

にしろ、いろんなところが、まずＲＰＡというのは何なのかということをいろいろ

と勉強しながら、しかし、いずれにしろ、どこかの窓口、税務課じゃないと思って

います。これは総務か、政策調整か。私の思いとしては、総務課が率先すべきじゃ

ないかなという思いがありますので、この辺のところはきちんと煮詰めて、進め方

をやっぱり協議していきたいと思っております。  

○三鬼（和）委員   くどいようですけど、市長が言いましたので、この前も総務

課の審査のときに、スケジュールというか、車両管理の中でスケジュール的なこと

を言ったら、上岡副委員長には、こういったソフトまで市役所の中で使っているは

ずやと言ったのに、そこまで使いこなしていないというのがあるもので、今あるも

のを徹底的に使いこなすのと、今後どういったものを導入していくかということ、

まず、今あるものをどう使いこなしているかというのを検証しないといと、次のス

テップとしては、やっぱり能力とか技術が追いつかないと思うんですよ、こういう

ＩＴ関係には。  

 その辺はやっぱり、専門家にも相談した上で、ここのレベルまでやっていくとい

うことを決めて、経費の削減とかそういったものにつなげていくというのか、仕事

効率を上げることと同時に、経費の削減をやるということでも、ＩＴ化しなくちゃ

いけないことはもう分かり切った、確かなことなもので、パイの問題、職員数とか

のパイの問題も縮小していかなくてはいけないのは、ますます進むと思うので、念

頭にそういうのはいつも置いて、進めてほしいなと思うんですけど、どうですか、

その辺は。  

○加藤市長   おっしゃるとおりです。ちょっとこのシステムの中身がどうなのか

ということは私、ちょっと詳しくは分かりませんので、そういうことも踏まえなが

ら、関連できるものを関連しながら新たな、最終的には私は、おっしゃるように、

作業量というのをいかにして機械化するかということについては、皆さん一緒だと

思うんですね。  

 それで、時間をどれだけ、考える時間、あるいは対応する時間をどうやってあれ

するか、それで最終的にはどれだけの、こういうことでもって、経費を削減するか

というような、そういう考え方は、ほぼ一緒じゃないかなと。それをいかにして具

現化していくかというような話の中で、まず、ＲＰＡについて対応しようというよ

うなスタンスですので、これについてはきちんとやらせていただきたいと思ってお

ります。  
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○三鬼（孝）委員長   他に。よろしいですか。  

○吉沢税務課長   もう一件、報告事項を。  

 債権の管理条例の施行規則（案）の話で、ちょっと関係課長のほう入室のほうを

させていただきたいと思います。  

 尾鷲市債権の管理に関する条例につきましては、昨年１２月の定例会に御議決を

いただき、来る４月１日施行されますが、議案説明の１２月の定例、行政常任委員

会におきまして、規則等まで整備できておらず、条例の具体的な事務運用などにつ

いて、条例施行までに説明をするよう質疑を頂戴しておりました。  

 本日は、条例の事務運用などの協議調整を行い、条例の施行規則（案）が取りま

とまりましたので、そちらの報告をさせていただきます。  

 詳細な内容担当主幹のほうから説明いたさせますのでよろしくお願いします。  

○民部税務課主幹兼係長   それでは、報告させていただきます。  

 債権の管理に関する条例施行に当たり、円滑に債権管理を行うため、尾鷲市債権

管理対策委員会にて、尾鷲市債権に関する条例施行規則（案）と、債権放棄に関す

る事務及び……。  

（「資料どこ」と呼ぶ者あり）  

○民部税務課主幹兼係長   すみません、資料１３ページであります。  

 債権放棄に関する事務及び議会への報告に係る一連の流れについて、協議を重ね、

施行規則（案）と債権放棄事務フローを作成いたしました。  

 申し訳ありません、資料１３ページを御覧ください。尾鷲市債権の管理に関する

条例施行規則（案）であります。  

 第１条の趣旨から第８条の補則まで、条例施行に必要な規定を定めました。詳細

は御覧のとおりですが、要点のみ簡潔に御説明いたします。  

 第４条を御覧ください。督促につきましては、法令等に特別の定めのある場合を

除き、履行期限から２０日以内と規定しました。これにつきましては、地方税法、

尾鷲市会計規則の規定を準用して、２０日以内といたしました。  

 次に、第５条を御覧ください。債権管理条例第１０条で定める、徴収困難な被強

制徴収債権について、徴収停止をするまでの相当の期間について、１年を超えるも

のといたしました。これは、徴収停止の判断は、軽々に行うべきものではなく、聞

き取りや現地調査等に要する期間として、１年を超す経過観察を置くべきだという

ことになりました。  

 第６条を御覧ください。条例第１２条で定める債権放棄のうち、５号案件の徴収
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停止後、相当の期間を経過した後においても、状況が変わらない場合の相当の期間

について、３年といたしました。これは、地方税法の不納欠損案件の規定と均衡を

保つため、同じく３年といたしました。  

 第７条を御覧ください。条例第１３条で定める債権放棄案件の議会への報告事項

についての定めであります。市税等の強制徴収公債権の不納欠損の事務取扱に準じ

て、９月定例会に、記載のとおりの報告を行う旨を定めました。  

 条例施行規則（案）については以上であります。  

 続きまして、債権放棄事務フローについて、説明させていただきます。  

 資料の１５ページを御覧ください。債権放棄関係の事務の流れについて整理をい

たしました。  

 まず、債権放棄事案の整理として、当該年度中に、各債権所管課は、債権放棄の

要件である条例第１２条第１項各号規定に該当するか、十分な精査を行います。  

 次に、ページの中ほどでありますが、当該年度末までに、債権放棄事案の起案決

裁を行います。  

 最後に、一番下でありますが、その後、債権放棄事案についての議会への報告を、

９月定例会の行政常任委員会にて行う旨のフローとなっております。  

 なお、不納欠損事案の起案決裁及び議会への報告につきましては、各債権所管課

において行うものといたします。  

 報告は以上であります。  

○吉沢税務課長   概要については以上であります。  

 なお、この条例規則については、条例施行に当たり、必要最低限の規定を今回策

定したもので、まだまだ整備が必要な部分があります。今後、精査協議を行い、追

加修正、必要なものを行う予定でありますので、御理解のほう、お願いします。  

 報告のほうは以上であります。  

○三鬼（孝）委員長   ４月１日施行の尾鷲市債権管理に関する条例の説明があり

ましたけれども、特にありましたら、どうぞ。  

○小川委員   二、三点、お聞きいたします。  

 第３条の台帳の整備とありますけど、これは各担当課でやると思うんですけれど

も、債権を放棄するまでの、これはプロセスと理解してよろしいんでしょうか。  

○吉沢税務課長   第３条については、小川委員さんのおっしゃっておる部分もあ

るんですけど、当然、債権管理という意味で、この１から１０までぐらいのことは、

きちんと把握しておくのは当然ということでありまして、必要最低限の、これぐら
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いのことは記録をきちっととるということで、規定をさせていただいております。  

○小川委員   それで、これは債権ですから、強制執行しかできないと思うんです

けど、強制執行をやる場合には、各担当課で行われるんでしょうか。  

○吉沢税務課長   今回、条例を施行したんですけれども、条例については、役割

としては、残念ながら、債権管理課とかそういうのは置くまで至らないと。おのお

のの債権を適正に管理するよう、情報共有等を含めて、いろんなルールを決めて、

差し障りがないように頑張っていこうやないかということでありますので、強制執

行等についても担当課が必要に応じてやるということで、御理解をお願いします。  

○小川委員   それと、強制執行とかやって、できなくて、不納欠損した場合、不

納欠損調書というのは、これからつくっていかれる気はございますでしょうか。  

○吉沢税務課長   事務フローのほうでも書かせてもらっているんですけど、当然、

今、普通の一般会計の強制徴収債権の流れと同じような形で、当然、債権条例の１

号、１２条の何号に該当して、するために債権放棄して不納欠損するということで、

きちんと整理をして起案決裁を回して記録もとるということで、報告については税

務のほうで報告させてもらっておるとおり、何号に該当するものが何件あって、幾

らとかいう説明は９月にさせていただいて、軽々に不納欠損というのはしてはいけ

ませんので、十分、何号に該当するかと精査をしていただいて、記録もとるという

ことで理解していただきたい。  

○小川委員   債権ですので、税務課が取り扱うというのはちょっと違和感がある

んですけれども、安易な不納欠損だけは避けていただきたいというのをちょっと要

望しておきます。  

○吉沢税務課長   もちろん条例施行に関しても、市役所全体、債権、たまたま議

案上程を私どもさせていただいていますけど、この条例は市全体のものであります

ので、これについては条例施行に当たって、市長名で各担当部署に十分注意をする

ようにということで、注意喚起を行っております。  

 差し障りないように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○楠委員   補則の８条で、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が

別に定めるというところは、これは基準だとか、いろんな手続があると思うんです

けど、私たち、そこまで知る必要はないかもしれませんけど、Ｑ＆Ａ的なことは、

まだこれから作業するということでよろしいでしょうか。  

○吉沢税務課長   この作業自体の２月に対策委員会のほうを立ち上げて、今回、
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必要最低限ということで、いろんな想定、例えば債権放棄の案件についても、１号

案件についてはこういったものが該当するんやという共通認識をのんで、Ｑ＆Ａ的

なというんですかね、逐条解説的なものも最終的に取りまとめつつありますので、

８条の補則で、また、それ以外、細かいところも決まっていないところがあります

ので、例えば違う課で取扱いが異なったら困りますので、そこらは十分、対策委員

会のほうで、もんでつくっていきたいと考えております。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   なければ、これで税務課の審査を終わります。御苦労さん

でした。  

 １０分間休憩します。  

（休憩  午前１１時１６分）  

 

（再開  午前１１時２６分）  

○三鬼（孝）委員長   休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  

 それでは、市民サービス課に係る議案、６議案ですけれども、まず、議案第１８

号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議決についての説明を求めま

す。  

○宇利市民サービス課長   市民サービス課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第１８号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議決

についてのうち、市民サービス課に係るものについて、御説明申し上げます。  

 令和元年度一般会計補正予算書（第８号）及び予算説明書の１４ページ、１５ペ

ージを御覧ください。歳入でございます。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１

目総務費国庫補助金は、補正額６２万８ ,０００円を追加し、１ ,２３８万６ ,００

０円とするものでございます。歳出の通知カード・個人番号カード負担金に対する

補助金で、１０分の１０で交付されるものでございます。  

 １５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金は、補正額１０１万３ ,０

００円を減額し、３億４ ,８８４万１ ,０００円とするものでございます。市民サー

ビス課に係るものといたしましては、後期高齢者基盤安定負担金２９８万４ ,００

０円の減額で、三重県後期高齢者医療広域連合に対する県負担金の額の変更による

ものでございます。  
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 続きまして、歳出でございます。２８ページ、２９ページを御覧ください。  

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費は、補正額５３

万９ ,０００円を減額し、４ ,５２１万２ ,０００円とするものでございます。戸籍

住民基本台帳経費１１６万７ ,０００円の減額は、総合住民情報システム改修委託

料１１６万７ ,０００円全額の減額でございます。これは、今年度実施いたしまし

た戸籍システムの更新業務において、戸籍システムと住民情報システムのマッチン

グ作業が必要となる可能性があったため計上していたものが、戸籍システム更新後

の確認作業において、マッチング作業が不要と判断されたため、減額するものでご

ざいます。個人番号カード交付事業６２万８ ,０００円の減額は、全国での個人番

号カードの交付見込みの増加に伴う通知カード・個人番号カード負担金の増加でご

ざいます。  

 ３４ページ、３５ページを御覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、９目後

期高齢者医療費は、補正額４９５万４ ,０００円を減額し、４億１ ,３０４万９ ,０

００円とするものでございます。市民サービス課に係るものといたしましては、後

期高齢者医療事業負担金１３万３ ,０００円の減額で、三重県後期高齢者医療広域

連合に対する負担金の変更に伴うものでございます。  

 続きまして、７ページを御覧ください。第３表債務負担行為補正でございます。

市民サービス課に係るものといたしましては、表の一番上の複合機使用料でござい

ます。入札実施に伴い、令和２年度から令和６年度までの限度額を、２３９万５ ,

０００円から１７２万円とするものでございます。  

 議案第１８号についての説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   市民サービス課からの議案第１８号の説明を終わりました

ので、御質疑ある方は御発言願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。ないようでございますので、議案第１８

号の審査を終わります。  

 続きまして、議案第１９号、お願いします。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、議案第１９号、令和元年度尾鷲市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第３号）の議決についてのうち、市民サービス課に

係るものにつきまして御説明申し上げます。  

 予算書の５７ページを御覧ください。今回の補正につきましては、第１条第１項

にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４６万５ ,０
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００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億７ ,７９２万２ ,０

００円とするものでございます。  

 続きまして、第２項第１表歳入歳出予算補正の内容について御説明申し上げます。

６４ページ６５ページを御覧ください。歳入でございます。第１款国民健康保険税

につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   それでは、国民健康保険税の補正の説明をさせていただきます。

下段の計を御覧ください。１款国民健康保険税、補正前の額３億４ ,２４６万９ ,０

００円に対して、２６０万３ ,０００円の補正増を行い、予算現額を３億４ ,５０７

万２ ,０００円とするものであります。令和元年１２月までの国民健康保険税の調

定収入状況を基に、年度末の最終収入見込みを精査し、所要の補正を行うものであ

ります。  

 委員会資料の４ページを御覧ください。国民健康保険税の各節ごとに補正予算額、

年度末の最終収入見込額、当初予算額をまとめた表であります。１款１項国民健康

保険税、１目一般国民健康保険税の小計の欄を御覧ください。２７９万１ ,０００

円補正増であります。最終収入見込み精査により増額となりました。内訳のほうは、

現年課税分については増額、滞納繰越分については減額で、その相殺の結果、増額

となりました。  

 次に、２目退職者国民健康保険税の小計の欄を御覧ください。１８万８ ,０００

円の補正減であります。退職者国民健康保険税については、２６年度に制度が廃止

され、加入世帯数が増加せず、年々減少します。当初見込んでいた世帯数よりも減

少してしまったことから、補正減をしようとするものであります。  

 合計の欄を御覧ください。一般国民健康保険税が増額、退職分が減額、その相殺

の結果、保険税全体では、２６０万３ ,０００円の補正増となりました。  

 委員会資料５ページを御覧ください。これは、最終収入見込みの参考にしました、

令和元年１２月末の国保税の収納実績表であります。後ほど御参照をお願いいたし

ます。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   歳出予算書にお戻りいただき、６４ページ、６５ペー

ジを御覧ください。２款県支出金、１項県負担金、１目保険給付費等交付金は、補

正額８５６万３ ,０００円を追加し、１８億７１２万４ ,０００円とするものでござ

います。特別交付金８５６万３ ,０００円の増額は、今年度交付額の確定に伴うも

ので、増加の要因といたしましては、国の制度改正に伴う、市総合住民情報システ
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ム改修経費に対するもの及び保険事業経費に対する追加分並びに保険者取組支援制

度に基づくものが、当初の想定を上回ったものでございます。  

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入は、補正額１万７ ,０００

円を追加し、１万８ ,０００円とするもので、国保財政調整基金の運用収入でござ

います。  

 次ページを御覧ください。４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金

は、補正額２７１万８ ,０００円を減額し、２億９８５万５ ,０００円とするもので

ございます。一般会計からの繰り入れ対象経費の変更に伴うものでございます。  

 次ページを御覧ください。続きまして、歳出でございます。１款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費は、国の制度改正に伴う市総合住民情報システム改修経

費に対し、特別交付金が交付されたことによる財源更正でございます。  

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費は、補正額１９万８ ,０００円を減額し、

３２万４ ,０００円とするものでございます。運営協議会の開催回数見込みの減少

による報酬、１９万８ ,０００円の減額でございます。  

 ２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、補正額３７８万円

を減額し、３３６万円とするものでございます。出産育児一時金支出見込額の変更

による３７８万円の減額でございます。  

 次ページを御覧ください。５項保健事業費、２項特定健康診査等事業費、１目特

定健康診査等事業費は、補正額１４３万１ ,０００円を減額し、１ ,９２５万円とす

るものでございます。健診委託料１４３万１ ,０００円の減額は、主に特定健診受

診者数が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金は、補正額１ ,４１

７万４ ,０００円を追加し、３ ,１３４万１ ,０００円とするものでございます。今

補正での歳入歳出差引き分、３ ,１３２万３ ,０００円及び基金運用分１万８ ,００

０円を財政調整基金に積み立てるものでございます。  

 委員会資料の５ページを御覧ください。今回の補正での国保財政調整基金の積立

額が１ ,４１７万４ ,０００円となり、国保財政調整基金の令和元年度末残高は９ ,

２１８万５ ,０００円となる見込みでございます。  

 議案第１９号についての説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１９号、令和元年度尾鷲市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）の議決の説明が終わりました。御質疑ある方は御発言願いま

す。よろしいですか。  
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○奥田委員   先ほどの資料の５ページのところ、収納率ですね。先ほども市税の

関係もそうだったんですけど、かなり前年と比べて落ちているなという感じなんで

すけど、特に過年度分の落ち込みは大きいじゃないですか、これ、数字を見ている

と。これはどういうふうに分析されていますか。  

○吉沢税務課長   込み入った話でありますけれども、まず、滞納繰越分は、国保

税に限らず、ほとんど市税のほうもあれなんですけど、現年課税分がほぼ、９割以

上は現年課税分やということで、滞納繰越分については、収入未済になった部分を

繰り越して、だんだん積み上がってくるわけなんですけれども、金額が、調定額を

御覧いただいたとおり、現年課税分の調定額に比べて、こんな言い方をしたら悪い

んですけど、物すごい少ないと。  

 それで、特異な状況があると、例えば同じ１００万円の増減によっても、パイと

いいますか、全体量の関係で、パーセンテージが、増減が、揺れ幅が大きいという

ことで、収納率についても、普通の現年課税分については一定の９０％であります

とか８０％と、ある一定の数字の中で動くわけなんですけど、過年度分については、

そのときそのときの状況の、滞納の性質によって、例えば１００万円が集まる、集

まらんで、増減幅が大きいということで、ただ、おっしゃっておるとおり、繰り越

して焦げつき案件が多くなってきたことで、全体的に収納率は下がっておるという

ことで、御理解をお願いします。  

 以上です。  

○奥田委員   何か収納で、前年度と同じような収納の仕方をしていますよね。何

か変えたとか、そういうことはありますか。こんなに過年度分が、例えばこれ、一

般の過年度なんか見ると、常に２０％以上、超えていますよね。前々年度なんか２

２％か２３％、今年度なんか１７％とか１６％ということなものですから、ほかの

ところもそうじゃないですか。過年度分がことごとく、確かに年度によって違うの

かもしれないですけれども、ちょっと気になるんですけどね。  

○吉沢税務課長   おっしゃっておるとおり、収納率については、このように、低

下の状態で、ほぼ、今の状況も割るような形で、残念ながら前年度よりは滞納グル

ープ収納が落ちるんやないかと見込んでおります。  

 ただ、御理解していただきたいのは、何度か説明させていただいておりますけれ

ども、国保税というのは、収入が少なくても、多くなっても、一定程度かかるとか、

集めること自体がかなり難しいということで、努力は前年と変わらず、職員のほう

は粛々とさせていただいておるつもりではおるんですけど、なかなかに数字に反映
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できないという部分があって、残念ながら、特段やり方を変えたということは一切

ございません。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○野田委員   ちょっと僕、資料２のところで、ちょっと恥ずかしい質問ですけれ

ども、令和元年度３月補正後の財政調整基金についてというところで、３月補正前

の残高７ ,８０１万１ ,０００円になっているんですけれども、これは令和、２号補

正の後の残高ですか。ちょっとすみません、数字的なことで。  

○宇利市民サービス課長   ２号補正後の、はい。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○村田委員   今の財調なんですけど、当初予算後の財調についても、９ ,２８８万

４ ,０００円ということで、国保、これは非常に厳しい中で、この財調が９ ,２８８

万４ ,０００円で、今後、運営等に関して、どういう御見解をお持ちですか。  

○宇利市民サービス課長   国民健康保険事業特別会計の財政につきましては、や

はり一番大きいのが、今後の医療費の推移だというふうに考えております。被保険

者数の減少が見込まれる中では、どうしても保険税というのは減少傾向にあると。  

 しかしながら、医療費というのが、医療費単価の上昇等がございまして、健康事

業の推進を含めてもなおかつ、１人当たり医療費がなかなか下がっていかないとい

う状況がございますので、財政分野に関して言うと、国保財政に関して言いますと、

今後も厳しい財政運営が必要となってくるというふうに認識しております。  

○村田委員   厳しいという認識を持っておるということは分かるんですが、今後、

令和２年だけじゃなくて、３年、４年、５年と続けていけるのかな、どうかなとい

うところもちょっと心配なんですが、その辺の見通しはどうですか。  

○宇利市民サービス課長   保険税値上げを考えた折に置いたシミュレーション上

からいきますと、ほぼ予定どおりというような現状でございますので、３年間とい

うことでいけば、現状の保険税のままいけるのではないかなというふうに考えてお

ります。  

○村田委員   そうすると、３年後は値上げということになるんですか。  

○宇利市民サービス課長   現状から考えていくと、このまま１人当たり医療費の

伸びが下がっていかないようであれば、十分それも検討せざるを得ない状況になる

のではないかというふうに考えております。  

○村田委員   十分それを検討しなくてはいけない状況にあるのではないかと思い
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ますということなんですが、はっきり言って、３年後ぐらいには値上げということ

に踏み切らなあかんのじゃないですか。  

○宇利市民サービス課長   現状のまま、医療費が高どまりを続けていて、被保険

者数が増加しない。それから、例えば被保険者の方の１人当たり所得が伸びないと

いう状況になれば、値上げが必要になってくるのではないかと考えております。  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。他に。  

○小川委員   今、１人当たりの医療費が高いというのをお聞きしましたけど、前

も言いましたけど、医療費が高いという、紀北町のほうが高いですけれども、熊野

市に比べると尾鷲市は高いというのは、その原因というのは一体、何なんでしょう

か。重複診療とかそういうこともあるんですかね。  

○宇利市民サービス課長   近隣市町と比べるとという話になってきますと、細か

いところまではちょっと分かりかねるというのが正直なところでございます。北西

部と比べると医療費が高いという部分においては、やはりどうしても高齢化率が問

題になってくるというふうに考えております。  

○小川委員   高齢化率でいくと、熊野市が低いんですよね。あれは何でかなとい

つも思うんですけど、やっぱり、失礼なことを言うと大変なので、やめておきます。  

○三鬼（孝）委員長   よろしい。他にございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   なければ、これで議案第１９号の審査は終了いたします。  

 続きまして、議案第２０号、令和元年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第３号）の議決について説明を求めます。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、議案第２０号、令和元年度尾鷲市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）の議決についてにつきまして、補正予算

書に基づき御説明申し上げます。  

 補正予算書の７３ページを御覧ください。今回の補正につきましては、第１条第

１項にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ,９５３

万１ ,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６億３ ,６２９

万４ ,０００円とするものでございます。  

 続きまして、第２項第１表歳入歳出予算補正の内容について御説明申し上げます。

補正予算書の８０ページ、８１ページを御覧ください。歳入でございます。１款後

期高齢者医療保険料につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   合計の欄を御覧ください。後期高齢者医療保険料は補正前の１
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億９ ,４６８万２ ,０００円に対して、８６７万円補正増し、予算現額を２億３３５

万２ ,０００円とするものであります。  

 税務課の委員会資料７ページを御覧ください。１款１項後期高齢者医療保険料、

１目特別徴収、１節現年課税分は、７００万２ ,０００円の補正増、２目普通徴収、

１節現年課税分は１６６万８ ,０００円の補正増とするものであります。  

 補正の主な理由は、理由欄に記載のとおり、１２月末の収入状況等を基に精査し

た結果、増となる見込みであります。  

 以上、増額合計で、保険料は８６７万円の補正増であります。  

 委員会資料の８ページのほうを御覧ください。これは、最終収入見込みの参考に

した、令和元年１２月末の後期高齢者医療保険料の収納実績表であります。後ほど

御参照をお願いいたします。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   補正予算書にお戻りいただき、８０ページ、８１ペー

ジを御覧ください。２款繰入金、１項繰入金、１目繰入金は、補正額４８２万１ ,

０００円を減額し、４億１ ,０２１万円とするものでございます。三重県後期高齢

者医療広域連合に対する負担金額の変更に伴う一般会計からの繰入額の減額でござ

います。  

 ４款諸収入、３項雑入、１目雑入は、補正額１ ,５６８万２ ,０００円を追加し、

１ ,５６８万２ ,０００円とするものでございます。前年度の療養給付費市負担金の

精算によるものでございます。  

 ８２ページ、８３ページを御覧ください。歳出でございます。２款広域連合負担

金、１項広域連合負担金、１目広域連合負担金は、補正額３８４万９ ,０００円を

追加し、６億７６５万９ ,０００円とするものでございます。負担金補助及び交付

金３８４万９ ,０００円の増額は、三重県後期高齢者医療広域連合に対する市負担

金の額の変更によるものでございます。主なものといたしまして、保険料等負担金

８６７万円の増額、保険基盤安定負担金３９７万８ ,０００円の減額でございます。  

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金は、補正額１ ,５６８万２ ,００

０円を追加し、１ ,６０９万５ ,０００円とするものでございます。２８節繰出金１ ,

５６８万２ ,０００円の増額は、前年度の療養給付費市負担金の精算分について、

一般会計に繰り出しするものでございます。  

 議案第２０号についての説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   議案第２０号の説明が終わりました。これに対して御質疑
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ある方は御発言願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。議案第２０号の審査を終了いたします。  

 ここで昼食のため休憩いたします。午後１時１５分から再開します。  

（休憩  午前１１時５１分）  

 

（再開  午後  １時１２分）  

○三鬼（孝）委員長   休憩前に引き続き、委員会を再開します。  

 それでは、市民サービス課に係る議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会計予算

の議決についての説明を求めます。  

○宇利市民サービス課長   それでは、議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会計

予算の議決についてのうち、市民サービス課に係るものにつきまして御説明申し上

げます。  

 令和２年度一般会計予算書及び予算説明書の２０ページ、２１ページを御覧くだ

さい。歳入でございます。１１款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別

交付金、１目交通安全対策特別交付金は、本年度予算額２００万円で、前年度に対

しまして６０万円の減少でございます。  

 次ページを御覧ください。１３款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用

料、１節総務管理使用料８５万円のうち、市民サービス課に係るものといたしまし

ては、コミュニティーセンター使用料３５万６ ,０００円、行政財産使用料３ ,００

０円でございます。コミュニティーセンター使用料は、借り受けて使用させていた

だいております三木浦、大曽根コミュニティーセンターを除く１１地区コミュニテ

ィーセンターの施設使用料で、実績に伴う件数と条例改正後の使用料単価により積

算しております。行政財産使用料につきましては、電柱敷等の使用料でございます。  

 続きまして、３目衛生使用料、２節環境衛生使用料３７３万１ ,０００円の内訳

といたしましては、斎場使用料が２９０万３ ,０００円、墓園永代使用料が８０万

７ ,０００円、行政財産使用料２万１ ,０００円でございます。  

 ２項手数料、１目総務手数料、１節総務手数料、７０７万５ ,０００円のうち、

市民サービス課に係る主なものといたしましては、戸籍手数料４０４万５ ,０００

円、住民票手数料１２８万８ ,０００円、証明関係手数料１００万２ ,０００円でご

ざいます。  

 続きまして、２目衛生手数料、３節畜犬関係手数料３８万６ ,０００円の内訳は、
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畜犬登録手数料１５万円、次ページを御覧ください。予防注射接種手数料２３万６ ,

０００円でございます。  

 続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、本

年度予算額８億１ ,２６７万９ ,０００円で、前年度予算額に対しまして３ ,３３４

万９ ,０００円の増加でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、１節社会福祉費負担金のうち、国

保基盤安定負担金２ ,０４７万１ ,０００円でございます。国保財政の安定化を図る

ことを目的に、政令により義務化されている一般会計から国保会計への財政負担に

対する国庫負担金でございます。  

 次ページを御覧ください。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、本年度予

算額１ ,６７７万６ ,０００円で、前年度予算額に対しまして、７４０万９ ,０００

円の増加でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、１節総務費補助金のうち、個人番

号カード交付事業費補助金１ ,０６２万７ ,０００円及び個人番号カード交付事務費

補助金１８万８ ,０００円でございます。  

 続きまして、３項委託金、１目総務費委託金は、本年度予算額２０万９ ,０００

円、前年度予算額に対しまして３ ,０００円の増加でございます。  

 内容は、自衛官募集事務交付金２万円、中長期在留者住居地届出等事務委託費交

付金１８万９ ,０００円でございます。  

 次ページを御覧ください。２目民生費委託金は本年度予算額３６５万１ ,０００

円、前年度予算額に対しまして１１２万７ ,０００円の減少でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、１節社会福祉費委託金の基礎年金

事務費交付金３４４万７ ,０００円、年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取

扱交付金１３万１ ,０００円でございます。  

 続きまして、１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金は、本年度予

算額３億７ ,３１６万４ ,０００円、前年度予算額に対しまして２ ,２１７万５ ,００

０円の増加でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、１節社会福祉費負担金のうち、国

保基盤安定負担金７ ,３５３万６ ,０００円で、これは政令により義務化されている

一般会計から国保会計への保険税軽減相当額の繰入金に対する県負担金でございま

す。次に、後期高齢者基盤安定負担金７ ,２８８万４ ,０００円でございます。これ

は平成２０年度から始まりました後期高齢者医療制度加入者の保険税軽減分に対す
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る県負担金で、負担割合は４分の３でございます。  

 ３４ページ、３５ページを御覧ください。３項委託金、１目総務費委託金は、本

年度予算額３ ,７３５万３ ,０００円、前年度予算額に対しまして１ ,６６２万７ ,０

００円の減少でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、１節総務管理費委託金の人口動態

調査費交付金２万１ ,０００円及び人権啓発活動事業委託金２４万９ ,０００円でご

ざいます。  

 ４２ページ、４３ページを御覧ください。２０款諸収入、５項雑入、１目雑入は、

本年度予算額６ ,２７３万２ ,０００円、前年度予算額に対しまして、１ ,３４１万

円の減少でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、２節総務費雑入のうち、上から１

０項目め、尾鷲市自治会連合会コピー使用料１万円、１４項目め、コピー使用料３

万７ ,０００円でございます。  

 次ページを御覧ください。４節衛生費雑入のうち、折橋墓地移転事業に伴う補償

金９１０万円、巡回狂犬病予防接種料８５万５ ,０００円でございます。巡回狂犬

病予防接種料につきましては、巡回狂犬病予防接種を行う際に飼い主の方から徴収

しております予防接種費用で、収入の性質上、雑入で計上することが適当であると

判断し、今年度より雑入での計上としたものでございます。  

 続きまして、歳出でございます。８０ページ、８１ページを御覧ください。２款

総務費、１項総務管理費、６目交通安全対策費は、本年度予算額３５０万５ ,００

０円、前年度予算額に対しまして５万１ ,０００円の減少でございます。財源内訳

の特定財源４３万８ ,０００円は、交通安全対策基金繰入金でございます。交通安

全啓発事業４３万８ ,０００円のうち、主なものといたしましては、尾鷲市交通安

全対策協議会負担金２２万円でございます。続きまして、交通安全施設整備事業３

０６万７ ,０００円のうち、主なものといたしましては、次ページを御覧ください。

需用費の修繕料１１０万円が、カーブミラー及びガードレール等の管理に係る修繕

料で、工事請負費１９４万７ ,０００円が、矢浜地区の区画線引き直し等に係る工

事請負費でございます。  

 続きまして、７目センター費は、本年度予算額４ ,１４４万１ ,０００円、前年度

予算額に対しまして３ ,００４万８ ,０００円の増加でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、一般事務経費３５万６ ,０００円

でございます。主なものといたしましては、役務費２８万１ ,０００円が、通信運



－３６－ 

搬費として、電話ファクス代でございます。  

 次ページを御覧ください。９目生活相談費は、本年度予算額１２１万５ ,０００

円、前年度予算額に対しまして、３５万２ ,０００円の増加でございます。特定財

源は、国県支出金２万円及びその他特定財源１万円でございます。  

 市民相談経費８６万１ ,０００円のうち、主なものといたしましては、報償費６

３万円が無料法律相談２名の弁護士料で、負担金、補助及び交付金２０万円は、尾

鷲市自治会連合会補助金でございます。  

 続きまして、空家等対策事業でございます。事業費といたしましては３５万４ ,

０００円で、空家等対策審議会を立ち上げ、特定空家等の認定基準の策定や空家等

対策計画策定に向けた準備を行う予定としております。事業の内容につきましては、

主要施策の予算概要により、係長より御説明申し上げます。  

○錦市民サービス課係長   説明させていただきます。  

 空家等対策事業につきましては、空家等及び空地が管理不全な状態になることの

防止を図るために、令和２年度より施行される尾鷲市空家等及び空地の適正管理に

関する条例の下に尾鷲市空家等審議会を設立し、審議会において特定空家等の認定

基準及び既に管理不全状態となっている……。  

（「ページ言うてない」と呼ぶ者あり）  

○錦市民サービス課係長   すみません。予算概要の１８ページを御覧ください。

失礼しました。途中からになりますが、説明させていただきます。  

 尾鷲市空家等及び空地の適正管理に関する条例の下に尾鷲市空家等審議会を設立

し、審議会において、特定空家等の認定基準及び既に管理不全状態となっている空

家等及び空地への対処方法等について審議していくことにより、空家等及び空地の

所有者及び管理者に、自らの責務において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、適切な管理に努める必要性を認識してもらい、管理不全状態の空家等及び空

地の減少に努めてまいります。  

 審議会の委員には、大学教授、法律の専門家、建築の専門家、市民団体の代表の

方々に委員をお引き受けいただきたいと考えており、予算といたしましては、審議

委員に対する報酬が２５万円、旅費が９万２ ,０００円となっております。  

 審議会では、審議の際に必要となる空地特定空家等の状態を判定するチェック表

が必要となってくると考えており、まずはこの空家の表の項目と基準といった内容

を固めるための審議をお願いしたいと考えております。  

 また、空家等対策計画の内容や方向につきましても御審議いただきたいと考えて
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おります。  

 それ以外の予算は、事務に必要な経費となっております。審議会により、特定空

家等に対し勧告すべきとされ、勧告を実施した場合、住宅用地に係る固定資産税及

び都市計画税の課税標準の特例から除外されてしまうため、今まで以上に、空家等

の所有者及び管理者の方々に、特定空家等とならないよう適正に努めていただくよ

うに周知してまいりたいと考えております。  

 以上で説明を終わらせていただきます。  

○宇利市民サービス課長   予算書にお戻りいただき、８６ページ、８７ページを

御覧ください。１１目人権啓発推進費は、本年度予算額９５万２ ,０００円、前年

度予算額に対しまして、４７万１ ,０００円の増加でございます。来年度は、県の

委託事業により人権講演会を実施する予定としており、次ページを御覧ください。

人権講演会委託料として２９万５ ,０００円を計上しております。  

 ９４ページ、９５ページを御覧ください。１３目コミュニティーセンター費は、

本年度予算額２ ,１７０万４ ,０００円、前年度予算額に対しまして２７万２ ,００

０円の減少でございます。特定財源といたしましては、コミュニティーセンター使

用料が３５万６ ,０００円でございます。コミュニティーセンター管理経費は１ ,２

２５万５ ,０００円で、主なものといたしましては、報酬が６４万７ ,０００円でコ

ミュニティーセンター運営委員会の委員報酬、需用費の光熱水費が５３９万５ ,０

００円、修繕料が９９万１ ,０００円でございます。役務費の各地区コミュニティ

ーセンターの浄化槽保守点検手数料が１５４万９ ,０００円でございます。委託料

３４万７ ,０００円は、各コミュニティーセンターの消防設備機能総合点検業務委

託料でございます。使用料及び賃借料の複合機使用料は２０万９ ,０００円、三木

浦漁村センター借上料は１００万円でございます。備品購入費は、行野コミュニテ

ィーセンターの現在故障しております冷蔵庫の購入費用５万７ ,０００円でござい

ます。負担金、補助及び交付金４６万４ ,０００円は、三木浦、大曽根コミュニテ

ィーセンターの空調機使用負担金でございます。  

 続きまして、コミュニティーセンター活動経費２１７万８ ,０００円の内容につ

きましては、次ページを御覧ください。主なものといたしましては、報償費１６０

万５ ,０００円が講師謝礼でございます。  

 続きまして、集落支援員事業７２７万１ ,０００円でございます。集落支援員の

導入地区といたしましては、今年度と同様、九鬼、三木浦、三木里、梶賀の４地区

となっており、費用の主なものといたしましては、報償費６９４万１ ,０００円で、
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支援員への報償費でございます。  

 続きまして、１４目諸費は、本年度予算額９６９万９ ,０００円、前年度予算額

に対しまして６７万９ ,０００円の増加で、財源は全て一般財源でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、集会所関係経費４１万２ ,０００

円は、各所集会所の管理に係る経費でございます。主なものといたしましては、次

ページを御覧ください。役務費の浄化槽保守点検手数料３１万９ ,０００円でござ

います。  

 続きまして、防犯灯整備事業は７７８万５ ,０００円で、主なものといたしまし

ては、需用費が７４０万８ ,０００円。うち消耗品５５万１ ,０００円につきまして

は、平成２６年度に整備したＬＥＤ防犯灯２５基のバッテリーが５年を経過するこ

とから、交換を行うものでございます。光熱水費６２５万７ ,０００円が防犯灯の

電気料金でございます。役務費は３７万３ ,０００円で、主なものといたしまして

は、ＬＥＤ防犯灯バッテリー交換手数料１９万１ ,０００円でございます。  

 １０６ページ、１０７ページを御覧ください。３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費は、本年度予算額６ ,０６０万９ ,０００円、前年度予算額に対し

まして８８８万２ ,０００円の増加でございます。財源内訳といたしましては、国

県支出金１ ,０８３万７ ,０００円、その他特定財源６５０万３ ,０００円でござい

ます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、戸籍住民基本台帳経費１ ,０３５

万４ ,０００円で、主なものといたしましては、次ページを御覧ください。戸籍シ

ステム機器の保守及び稼働維持をサポートするための戸籍システム保守業務委託料

３５２万５ ,０００円、戸籍システムの借上料４４２万２ ,０００円でございます。  

 続きまして、個人番号カード交付事業１ ,０９０万２ ,０００円は、個人番号カー

ド発行等に係る経費で、主なものは、通知カード・個人番号カード関連事務負担金

１ ,０６２万７ ,０００円でございます。  

 １３２ページ、１３３ページを御覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、５

目国民年金費は、本年度予算額４２４万５ ,０００円、前年度予算額に対しまして

３０２万７ ,０００円の減少でございます。特定財源といたしましては、国県支出

金２９４万４ ,０００円でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、国民年金事務の経費である国民年

金一般事務費２２万９ ,０００円でございます。  

 １３６ページ、１３７ページを御覧ください。８目後期高齢者医療費は、本年度
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予算額４億２ ,９９１万３ ,０００円、前年度予算額に対しまして１ ,３２６万２ ,０

００円の増加でございます。特定財源といたしましては、国県支出金７ ,２８８万

４ ,０００円でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、後期高齢者医療事業負担金２９８

万８ ,０００円で、全額、三重県後期高齢者医療広域連合に対する負担金でござい

ます。  

 １８０ページ、１８１ページを御覧ください。４款衛生費、３項環境衛生費、３

目環境衛生費は、本年度予算額１１８万８ ,０００円、前年度予算額に対しまして

７万円の減少でございます。その他特定財源８５万５ ,０００円は、巡回狂犬病予

防接種料でございます。狂犬病予防事業は１０１万円で、主なものといたしまして

は、次ページを御覧ください。畜犬登録等業務委託料８８万９ ,０００円でござい

ます。畜犬登録に係る業務５０件、予防注射に係る業務３７０件、巡回予防注射に

係る業務３００件を見込んでおります。  

 環境保全対策事業費は１７万８ ,０００円で、主なものといたしましては、猫避

妊等手術費補助金１６万８ ,０００円で、飼い猫に対する補助金でございます。  

 続きまして、４目斎場管理費は、本年度予算額２ ,１６５万９ ,０００円。前年度

予算額に対しまして２０８万７ ,０００円の増加でございます。その他特定財源２

９０万３ ,０００円は、斎場使用料でございます。  

 斎場一般管理費は１ ,４６６万３ ,０００円で、主なものといたしましては、斎場

指定管理料１ ,４５６万１ ,０００円でございます。  

 斎場維持補修費は６９９万６ ,０００円で、主なものといたしましては、工事請

負費６６５万５ ,０００円が、主燃炉及び再燃炉の耐火物積替え工事等でございま

す。  

 続きまして、５目墓地管理費は、本年度予算額１ ,０４８万円、前年度予算額に

対しまして２ ,９２４万７ ,０００円の減少でございます。その他特定財源９１０万

円は、折橋墓地移転事業に伴う補償金でございます。  

 墓地管理費は１０１万５ ,０００円で、主なものといたしましては、次ページを

御覧ください。墓地草刈手数料２８万７ ,０００円、光ヶ丘墓地清掃委託料５１万

１ ,０００円でございます。  

 続きまして、墓地移転事業は９４６万５ ,０００円で、主なものは墓地造成調

査・設計・積算業務委託料９１０万円でございます。  

 事業の内容につきましては、係長より御説明申し上げます。  
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○錦市民サービス課係長   説明させていただきます。予算概要の４８ページを御

覧ください。  

 都市計画道路尾鷲港新田線街路事業に伴う折橋墓地移転事業に関しましては、移

転が必要となる墓石の管理者を対象として、移転先の区画の決定方法や管理方法等

について協議する場、折橋墓地移転協議会、この名称はまだ仮称ではございますが、

これを発足していくとともに、新墓地造成に関する詳細設計等に向け、測量、調査

設計等を実施していくものです。予算の主なものといたしましては、委託料が９１

０万円、これは少しでも、事業に要する期間を短縮することを目的として、測量調

査設計、地質調査等に加え、用地の調査及び測量等を一括発注し、２か年にわたる

事業として、令和３年度の債務負担行為限度額を３ ,５９０万円と合わせ、４ ,５０

０万円の事業費を計上させていただいております。  

 次に、使用料及び賃借料に１２万７ ,０００円は、先ほど申し上げました折橋墓

地移転協議会を開催するために、文化会館を使用するための使用料でございます。

折橋墓地移転対象墓石の管理者は、約５５０名の方が見えられることから、現時点

では、市民文化会館の大ホールを使用したいと考えております。  

 その他につきましては、これらの事務に係る経費となっております。  

 以上で説明を終わらせていただきます。  

○宇利市民サービス課長   予算書にお戻りいただき、９ページを御覧ください。

第２表、債務負担行為でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、上から２番目の墓地造成調査・設

計・積算業務委託で、墓地移転事業の説明で申し上げましたとおり、期間を令和３

年度、限度額を３ ,５９０万円とするものでございます。  

 議案第１３号についての説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   市民サービス課に係る議案第１３号の説明を終わりました。

御質疑ある方は御発言願います。  

○小川委員   予算書８７ページと予算概要の１８ページなんですけど、空家等対

策事業、南さんが質疑でも言っていましたけど、これ、調査というのは、審議委員

会ができるものじゃないで、専門じゃないとできないと思うんですけど、これはど

ういった方が調査されるんでしょうか、調査するときは。空家の調査は、委託する

のかどうか。  

○宇利市民サービス課長   空家の調査自体は、市の内部ですることになるかと思

います。一応、特定空家等の認定基準というのを審議会の中でつくっていただくと
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いうか、審議していただいて、認定基準を設けて、その調査に入るのは、基本的に

は市の職員が調査に入るというふうに考えております。  

○小川委員   調査するときに、ガイドラインに載っているじゃないですか、何度

傾いているとか、屋根に穴が開いているとか、ちゃんと国のほうの指針で、ガイド

ラインにも載っていると思うんですけど、調査するとき、市の職員、建設課なんか

が入ってもらわないと、そんな調査できないと思うんですけど、それか委託するか

じゃないとできないと思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。  

○宇利市民サービス課長   現状においては、建設課の協力を得ながら、市の内部

でやりたいなというふうに考えております。  

○小川委員   空家対策計画ですか、あれをつくるのには、やっぱり範囲もいろい

ろあるんですよね。どこからどこまでをするとか、いろんな空家対策計画が、それ

を計画を立てると、国からの補助金があったように思うんですけど、その点はどう

なんでしょうか。  

○宇利市民サービス課長   空家対策計画を設置した後においては、各種補助金と

いうのが設定されております。  

○小川委員   もう一点だけ、予算書の１０９ページ、通知カード・個人番号カー

ド関連事務費負担金、これ、昨年に比べて、結構ぼーんと上がっていますけど、国

からの負担というのは分かりますが、どういうふうに理解すればよろしいですか。  

○宇利市民サービス課長   この負担金なんですけれども、まず負担金の額の設定

というのが、国全体の実績には応じて、最終的な数値ははじかれるんですけれども、

一旦は国のほうから、来年の負担金のおおよその数字というか、全体の流れという

のが来ておりますので、令和２年度の予算計上については、国の負担金の見込額が

上がったので、併せて増加しているというふうに御理解いただきたいと思います。  

○小川委員   何かポイント制で、マイナカードをつくって、ポイントがつくと、

そういう関係で、あれが増えているということですか、こういうものが。  

○宇利市民サービス課長   国のほうとしては、いろんな国の施策に対して、加入

者が増えるであろうという見込みの中で、増えた後の負担金としてはこれぐらいの

数字になるでしょうという形で示されたものでございます。  

○三鬼（和）委員   先ほどの小川委員の質問と、それから南委員が本会議で質疑

されていて、具体的には、空家対策については、条例ができて、審議会ができると

いうことなので、年内にその事案が発生するということも、なきにしもあらずじゃ

ないですか。こういった場合の予算措置というのは、今後どのように対応していく
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のか。今回、本来なら、南委員も言われておるように、想定の段階で、それなりの

経費というのは同時に必要だったのではないかなと思うんですけど、その辺は今後

どうしていくんですか。もしこういう審議対象の空家等が出てきたときには。  

○宇利市民サービス課長   審議対象の空き家がありまして、ある程度、方向性が

合った場合は予算化ができるかなとも思えるんですけれども、現状におきましては、

やはり認定基準等もまだ定めていない段階ですので、もし仮に、来年度中の執行と

いうものが出た場合は、補正予算というものが必要になってくるかなと。実施を行

うのであれば補正予算が必要になってくるかなというふうに考えております。  

○三鬼（和）委員   市民の方から、空家とかが危ないんじゃないかどうかという

のがあって、こういうものができて、全国でつくれとか、上からの指導でつくらな

というのじゃなしに、本市もこういうところが必要になってきた段階というか、そ

れでつくったという経緯があるわけなので、当然、ひょっとしたら審議会へかから

なくてはいけないようなものも、現状としてあるのではないかなと考えられること

から、本来はそういった当面の予算措置なんかも進めて、検討するべきではなかっ

たのかなと考えられるんですけど、どうですか、その辺は。  

○宇利市民サービス課長   現状においては、審議会の中でまだ諮っていない状況

の中でいくと、予算化をしようとすると、その根拠たる積算というのがどうしても

必要になってくると思うんです。その積算においては、特定の家を初めから積算し

てしまわないと駄目なものですから、現状におきましてはちょっと難しいのではな

いかなというふうに考えております。  

○奥田委員   予算書でいうと、１８５ページと債務負担行為のところなんですけ

ど、墓地移転事業なんですけど、令和２年度は９１０万、墓地造成調査・設計・積

算業務委託料が上がっていまして、債務負担で３ ,５９０万ということで、先ほど、

担当のほうからも説明がありましたけど、合計で４ ,５００万ということですけど、

ということは、今年度当初は３ ,８００万ぐらいだったじゃないですか。それが合

計すると４ ,５００万ということは、光ヶ丘墓地の西側に比べて、予算的には上が

るということですか、小原野のほうへ移る場合というのは。  

○宇利市民サービス課長   当初の予定の三千何百万何がしと令和２年度予定の数

字を考えると、若干少ないのではないかなというふうに考えております。  

 今後、調査に入るわけなんですけれども、土地形状等を調査する、それから、地

質調査をするとかという、それから、そういう部分が土地収用法の調査も必要にな

ってくるかと思うんですけれども、そのようなものをやっていく中で、工事費とい
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うのが出てくるというふうに聞いております。  

○奥田委員   そうですか。では、当初の令和２年度の分もあったものだから、そ

れと比べたら少なくなるということですね、光ヶ丘西側に比べて。分かりました。  

 それで、ちょっと関連なんですけど、ただでさえ遅れているわけなんですけど、

折橋墓地の所有者の方々の了解というのは取れておるんですか。光ヶ丘墓地の西側

と、やっぱり向こうとは違うじゃないですか。その辺は大丈夫なんですか。  

○宇利市民サービス課長   前回の行政常任委員会の中で、新しい候補地のほうを

示させていただいた後に、文書にて、まず、その経緯等について、全員の方に送付

をさせていただいております。  

 その後、文書送付の後、１件１件、電話にて御連絡して、変更になったところと

新しい区画をどうしますかと。前回と同じような区画になるかどうかも含めて、聞

き取り調査を今現状、行っているところでございます。  

○奥田委員   それに随分時間がまだかかるんじゃないかなという気がするんです

けどね。丁寧にちょっとやってあげてくださいね、それね。  

 それと、もう一点だけ、すみません。９９ページのところの、予算書で言うと、

防犯灯整備事業なんですけど、７７８万５ ,０００円上がっていますけど、これ、

修繕料が６０万で、これは新規の防犯灯の設置というのはどのぐらい見ているんで

すか。やっぱり全然ないんですか。  

○宇利市民サービス課長   今、予算上に上がっております新規のものは１基の分

を計上させていただいております。  

 それから、移設費用としても若干、移設可能なものにつきまして、地区との話合

いの下で、移設を依頼されたものについては移設しようということで、移設費用も

若干持っております。  

○奥田委員   まだ、旧町内はまだあるのかな。ただ、輪内のほうとかね、結構ま

だよく聞く、旧町内でもちょくちょく聞きますけど、１基しかないですか、新規は。

なかなか寂しい予算ですね、でもね。いろんな、今回でも委託料なんかも、何千万

という予算がばんばん出てくる割には、予算はないんですね。非常に寂しいですね、

これね、市長。防災や、防犯やらとか言いながら、非常に寂しいと思いませんか。

それと、移設がどうのこうの、確かに賀田なんかが今、移設を考えていると、人が

住んでないところをほかのところへ移そうとか、そういうのも進んでいるんですか。  

○宇利市民サービス課長   移設に関しては、移設をしている場合も中にはありま

すけれども、進んでいるかというと、やはり地区との話合いの中で進めさせていた
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だいていますので、進んでいない地区もあるというところでございます。  

○奥田委員   賀田は、今年度、１か所移設したというのは聞いているんですけど、

ほかにも４か所、５か所あるという話がありますけど、ただ、それが、地区のほう

はそれで了解をとっていても、なかなか予算がないということで、してもらえない

とかよく聞くんですけど、その点、市長、どう思われますか。こういうふうな寂し

い予算で、本当に市民サービスというのができているのかなという気がしてならな

いんですけどね。何千万という予算がぼんぼんと出てくるものですからね。  

○加藤市長   移設等で非常に、大分前かな、半年ぐらい前に、賀田のほうで防犯

灯の移設で、大変喜んでいただいたというケースもあるんですよね。  

 確かに市民の皆さんが、どこの場所から、今回の賀田の場合は、あまり使ってい

ないところだから、ある程度のところに移設になったということで、非常に喜んで

いただいたというケースもございます。  

 おっしゃるように、防犯灯については十分進んでいないことは、私自身は思って

おります。少しでもやっぱり防災灯の敷設というものについて、やろうと思ってお

りますけれども、今回は一応こういう形で、１か所ぐらいのあれしかないんですけ

れどもね。これについては結構意識しながら、今後、その辺のところも進めていき

たいと。今回はこういう形で予算組みをさせていただいたんですが、今後はきちん

とそういう形のものを、やっぱりヒアリングとかそういったお話を聞いて、やらな

きゃならないと思うんですけれども、確かに今回の予算だけでは十分だとは思って

おりません。今後、やはり防犯灯に対しては、大事だと私、認識しておりますので、

少しずつではあるけれども、きちんとしていきたい、このように思っております。  

○野田委員   墓地移転事業、１８５ページのところ、ちょっと重複するかも分か

りませんので、ちょっと確認だけさせていただきたいんですけれども、債務負担行

為を含めて、２年間で４ ,５００万の事業ということは、来年度に一応、整地とい

うか、完了するような見込みということでよろしいんですか。  

○宇利市民サービス課長   設計の完了までというふうに考えております。  

○野田委員   設計して、９１０万という、設計業務委託料で、来年度に３ ,５９０

万と、そこをちょっと整地してという感じじゃないんですか。違うんですか、それ

は。ちょっとごめん、そこら辺、まだまだなんやね。  

○宇利市民サービス課長   令和３年度に詳細設計が完了するということで、その

後も、用地買収であったりとか、造成工事であったりというものがその後に発生し

てくるということでございます。  
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（「墓地移転のスケジュール、出してもらわな」と呼ぶ者あり）  

○野田委員   今、奥田委員が言っているような形の、どのような完了モデル、ロ

ードマップですか、そのような形というのはちょっと、再度改めて仕切り直したと

いうことですので、ちょっと教えていただければということを１点と、もう一つは、

文化会館の使用料５５０名と言ったんですけれども、これは以前と変わらない数字

ですか。説明ということは。どうですか。  

○宇利市民サービス課長   ５５０名の方については、以前の説明は、ちょっと私

自身としては、文化会館の使用については初めての予算化であるというふうに考え

ております。  

 ５５０名の方については、墓石管理者の方が５５０名というところで、今後のそ

の後の補償であったりとか、区画の割当てであったりという部分で、今から検討し

ていかなければいけない部分というのがたくさんあります。その前に一旦総会を開

いて、今後のいろんな必要となってくる処理について、どうやっていくかを検討し

ていただくための会議を開きたいということで、墓地管理者の数については、従前

より５５０名程度というお話をさせていただいていますが、その人数でございます。  

○野田委員   その面も含めて、やっぱりどれぐらいの予定でやられるかというこ

とを再度、委員会資料として頂ければと思うんですが、委員長、いかがですかね。  

○三鬼（孝）委員長   何やて。  

○野田委員   墓地移転の、今回、小原野に変わったということで、スケジュール

感をもし示していただければということと、墓石管理者の方のそういう説明が、文

化会館で一回だけしかやらないと思うんだけれども、そういうスケジュール感とい

うのをむしろ教えていただければ。  

○三鬼（孝）委員長   市民サービス課長、その辺はできる。  

○宇利市民サービス課長   今現状、その後の期間をどうやって詰めていくかとい

う話でさせていただいておりまして、スケジュール的には、以前にお示ししたもの

から、まだ変わっていない状況でございます。  

○三鬼（孝）委員長   その後、変わってきた部分は、委員会で公表できんのね。  

○宇利市民サービス課長   今、三重県ともすり合わせの中で、今後検討していく

中で、どこでどうやって詰められるかという話をさせていただいておりますので、

現状お示しするのはちょっと難しいかなというふうに考えております。  

○三鬼（孝）委員長   公表できる機会があったら、また委員会に示していただく

ようにお願いします。  
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○野田委員   変わった段階で説明ということで、よろしいですね。  

 それともう一点、これも重複するんですけど、空家対策で、予算の報酬２５万と

いうことで、これは何回ぐらい予定しているんですか。メンバー。  

○宇利市民サービス課長   ５回程度、今、予算計上しております。５回を計上し

ております。  

○野田委員   要は、先ほど、何っていうんですか、代執行とかそんなのは別とし

まして、この１年間で５回のうちに、どういうところまで、いろんな意見が出てく

ると思うんですが、どういう内容をイメージして、５回やられるのかということだ

けお聞きしたいんですが。  

○宇利市民サービス課長   まだ、全ての方が集まって話をしているわけではない

ものですから、あくまで想像ということになりますけれども、早い段階で、特定空

家等の認定の基準を、まず、どう定めていくかというのを、方向性を決める。それ

から、認定基準を決める。それから、並列した審議になるかと思うんですけれども、

空家等対策計画の方向性を決めていくというので５回を想定しております。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○南委員   空家の８７ページにかかるんですけれども、今、審議会のほうが、課

長が５回を想定して、これから方向性を定めていくということなんですけれども、

その考え方も間違いじゃないと僕、思うんですけれども、やはり三鬼和昭さんが言

われたように、やはり条例がスタートするという感じで、やはり条例と予算の整合

性というんですか、当然、審議委員さんの審査というのは大事なものですけど、方

向づけをしていただくという。それ以前に、やはり課長のほうは自前で、空家の調

査は各課と連携しながらやりたいという考え方なんですけれども、恐らく僕は、自

前の調査というのは、なかなかそう簡単にはいかないと思いますし、やはり空家を

調査する以上、全体的に見て、三重県が空家が１５％というんですね、大体。この

東紀州のほうは恐らく、２０％以上が空家として考えられるだろうということで、

その中で、特定空家の基準を定めて、指定していくということなんですけれども、

やはりある程度は、委託費、奥田さんなんか委託費が多過ぎるというんですけれど

も、やはり空家、調査することがまず僕は一番先決問題じゃないかなと思うんです。

基準を設けるのもそうなんですけれども、果たして自前で、来年度中に、ある程度

の方向までできるのかなと、僕は思わないんですけれども、課長としたら、どのよ

うな、ロードマップではないんですけれども、特定空家までいける時間というのは、

どう見ていますか、自前でする場合。  



－４７－ 

 多分、大変難しいと思うんだけど、僕は、できたら補正予算対応でも、やはりあ

る程度は委託費も必要じゃないかなというような、特にそういった思いがするんで

すけれども。なぜこういうことを言うかというと、やはり空家対策というのは、こ

れからの総合計画の中でも重要なポイントの位置づけだと思うんですね、そういっ

た意味では。定住移住の話もあるし、それは避難路の問題もあるし、今でも尾鷲、

旧町内だけでも、避難路の中にある、極めて危険というのが、四、五件はよく耳に

するんですけどね。そういった意味では、そういった避難路に近いところだけでも

中心的に特定空家に指定していくのも一つの考えじゃないかなと、特に先行させる

意味でね。いかがですか、市長にもちょっと聞きたいんですけどね、この問題は。

やはり防災減災のこともありますので。  

○加藤市長   南委員おっしゃるように、空家対策ということが、非常に尾鷲市に

とって、要するに、全国的に非常にこの問題がいろいろされている中で、尾鷲にと

っても非常に重要な話だと思っております。  

 そのときに、先ほど市民サービス課長が申し上げましたように、取りあえず審議

会の中で、一応議論しながら方向性を決め直して、できる限り自前でやろうと。こ

れも非常に難儀な話だと思います。おっしゃることは非常によく分かります。いつ

やっぱりこういう、何といいますか、専門家による調査とか、これも必要はあると

思います。  

 今回いろいろ、これは議論したんですけれども、取りあえず一応、審議会を立ち

上げながら、その辺の議論をしながら、場合によっては、そういう特定空家という

ものが認定されれば、代執行ということも考えられると。そういった、具体的に代

執行となるというような形になれば、恐縮なんですけれども、補正という形を取ら

せていただきたいと。  

 ちょっと遅れていることは、事実と認めます。いろいろと総合的に考えまして、

今回は取りあえず審議会の、この経費だけあれして、場合によっては、補正という

ことも考えながら、今の私の思いとしましたら、これもやらなきゃならない部分に

ついては、再来年度になるんですかね、きちんとしたそういうあれは。これは、調

査というのは絶対必要だと思っていますんです。その中で特定するというような形

の中で、代執行をどうするのかというような、それも結構の期間、要するに、それ

を代執行するためには、やっぱり結構な時間を要しておりますので、なるべく早く

という思いはあるんですけれども、今回は審議会で、一応いろいろ検討していただ

きながら、来年、再来年度できればというような思いがあるんですけれども。  
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○南委員   市長に僕の思いが十分通じていると思うんですけど、やはり差し当た

っては審議会のメンバーを、５名ですか、委嘱して、１回、２回って開いていただ

くというのが、方向性を定めてもらうというのが、まず一つの考え方なんですけれ

ども、できたら、提案なんですけど、やはり審議会も１回目からどうせなら、２回、

３回と開くうちに、やはり避難路に近い危険な家屋というのがあるんですよね、何

軒か。皆、言うまでもなく御存じだと思うんですけれども、できたら、そういった

極めて危険な空家の状況も、現地視察をしていただいた上で、また、審議委員さん

の意見を聞いて、スピーディーに進めていただきたいなと思うんですけど、いかが

ですか、現地の視察も踏まえてということで。  

○宇利市民サービス課長   現状、委嘱を予定しているというか、方たちは、尾鷲

に詳しい方ばかりではない可能性がどうしても出てくる。そういう方については、

現状の尾鷲市を見ていただいてというところは、ちょっと今まで考えていなかった

ものですから、ちょっと取り入れさせていただいて、審議員になっていただく方と

の話の中で見ていただくというのを、ちょっとやっていきたいなと考えております。  

○南委員   もう一点、ぜひともお願いいたします。要望しておきます。  

○村田委員   今の南さんの話ですが、審議会はいつからやるの。  

○宇利市民サービス課長   ４月中に委嘱を行って、それから、皆さんのスケジュ

ールを調整して、できる限り早いタイミングで、１回目を開きたいなというふうに

考えています。  

○村田委員   ４月に調整をして、できるだけ早くということ、それしかないんで

しょうけれども、問題はね、今も言ったように、審議会を１回で終わるんじゃなく

て、何回やるつもりなの。  

○宇利市民サービス課長   ５回を予定しております。  

○村田委員   ５回で決着がつくのかどうか知らないけれども、場合によっては６

回、７回、臨時的にでもやるということで、いわゆる、委員の報酬なんか、増えた

ら別に補正でもいいんですから、こういう、やっぱり急がなければならないものは

早く対応しないと、予定どおり予算計上して、５回程度開こうか、それで、４月に

検討して、５月ぐらいに立ち上げようかというようなね、これ、大変申し訳ない言

い方かもしれないけれども、そういう取組ではどんどんどんどんずれてしまうとい

う感じがあるものですから、緊急ではありませんけれども、ある意味、緊急に対応

しなければならない問題ですから、その辺のところは、当局としては十分考えてや

っていただきたい。この予算が成立をしたら、少しでも早く、そういう行動に出て



－４９－ 

いただくということを強く求めておきたいと思います。  

○三鬼（和）委員   ９７ページの集落支援員事業なんですけど、これは地域おこ

し協力隊と一緒で国費ということがあるので、地域おこし協力隊に関しましては、

以前、委員会が分かる人たちが、総務常任委員会に毎年来ていただいて、取組を聞

かせていただいているという経緯があるんですけど、市長、新聞を見ますと、地域、

就任して、それから終わるということで、地域協力隊については、そう分かるんで

すけど、ただ、国費ということがあるもので、費用対効果というか、達成度がちょ

っと我々には分かりにくいところが。十分、地域おこし協力隊の方は達成しておる

のとか、新聞でもよく取り上げられるんですけど、集落支援員については、いわゆ

るミッションと、地域から要望があったミッションを作って、それが達成度とか満

足度とかになっておるというのは、やっぱりこれは追跡した中で、地域支援員の配

置がよかったのか。取組、例えば旧町内においても、自治連合会なんかも停滞して

いる中では、地域支援員の動きというのは活用できるんじゃないかという話なんか

も、以前からもあるんですけど、この辺はやっぱりきちっと出してほしいなと思う

んですけど、どうなんですか。ただ配置して、要望があって配置しただけで終わっ

ていくのかどうかということを含めて、どう考えておられるのか。  

○宇利市民サービス課長   地域の課題というのが、似通ってはいるんですけれど

も、地域の中に入ると、多少はやはりそこの地域地域の特性といいますか、によっ

て違ってくると。進行する速度であったりも、こちらのほうが委嘱させていただい

た方の、いろんな今までの前歴等もございますので、進度というのがやはり一律に

なっていかないというのが、今現状の私どものつかまえている課題というか、一並

べにして、ここの地域はここまで、ここまで、ここまでというような形で、それを

お示しすることが今、できていないのが実際のところでございます。  

 今後については、どうしてもミッションという形が、どこまでその地域の中で、

ミッションとして位置づけができるのかというのも含めて、ちょっと検討させてい

ただきたいなというふうに考えております。  

○三鬼（和）委員   全くそのとおりで、地域から要望があったりとか、補うとい

う形で動いていただくということが多いと思うんですね。それがやっぱり地域性と

合っているかというのと、今、言っていましたように、地域支援員になられる方の

キャリアによって、例えば仕事でそういうものに携わっていた人だったら、わりか

しその延長線で、倍も３倍も効率を上げてやってくれると思うんですけど、経験が

ない人だったら、そこのないところは勉強していかなあかんので、地域支援になっ
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ているかどうかというのが出てこようと思うので、これからそういったマニュアル

づくりとともに、地域支援員の活動のやっぱり達成度というのは評価していって、

幾ら財源が国のやつであっても、地域の要望とかそういうのに、満たされた仕事に

なったかという、やっぱり効率はチェックせな、これは地域おこし支援員も一緒だ

と思うので、思った以上にすごい活躍をされている方もいますけど、そういったこ

とも含めて、庁内議論というか、政策調整なんかも含めて、こういった査定と言っ

たらおかしいですけど、していく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、そ

の辺は市長、どう思われますか。やっぱり効率よくしたいと思うんですけど。  

○加藤市長   集落支援員ということについては、私は正直言って、各地域に必ず

１人は置きたいという、その人たちを中心にしながら、生活支援、要するに住民の

生活支援、これだけ高齢化になっているんですから、そういう形のものをぜひやっ

ていただきたいというような。正直言ってミッション、どういうミッションなのか

といったら、私は生活支援だと思っている。生活支援でもいろいろありますけどね。  

 確かに私、毎月提出される、九鬼から梶賀まで、４か所のレポートを事細かに読

ませていただいております。それぞれ違います。三木浦と梶賀はよく似た傾向なん

ですが、三木里はちょっと違ったり、いろんな傾向がある。どういうミッションを

与えて、やっていただくかというのは、まだ、市民サービス課長が言っていますよ

うに、十分なあれはできていません。  

 ただ言えることは、今、これだけ高齢化が進んで、要するに、生活をするための

いろんな悩みを抱えている方々を少しでもやっぱり解決するために、いろんなサー

ビスがあると思います。  

 それをまずやっていただきたいと。これが集大成で、九鬼のように段階的にいろ

んな計画を立てながら、こういうことをやって、ああいうことを、要するに、計画

を立てながら実施して、それをきちんと数量化していくというようなあれもあるん

ですけれども、それもやはり参考にしながらそれぞれやっていただいているんです

けれども、おっしゃるように、こういうミッションを掲げながら、どういう支援を

やっていくのかということもやっぱり必要かと思うんですけれども、それは必要だ

と思います。  

 ただ、今、やっていることについては、生活支援というものに対して、どういう

要望がそれぞれの住んでいらっしゃる住民の方々からあるのか、それを、私は集落

支援の方々が十分に果たされているということは、毎月レポートを出していただく

上できちんと見受けられると。ですから、今のところ、集落支援員としての役割は
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果たしていると思っています。  

 ただ、しかし、大上段に、ミッションは何なのかということについては、まだ不

十分だと思います。  

○内山委員   予算書９５ページ、コミュニティーセンター管理経費の中の需用費、

修繕料、ちょっと把握しておきたいので、主なものをお示しください。  

○宇利市民サービス課長   積算として、修繕料というのは持ってあるんですけれ

ども、やはり年度に入ると、優先順位の高いものというのがどうしても出てきてし

まいます。ここで、ここのやつをするということをお話しすると、それができなか

った場合がちょっとあれになってきますので、本当に喫緊の、例えば誰かの被害が

出たりするようなものが壊れる可能性がございますので、見積りとしては積算根拠

はありますが、ちょっとこちらのほうでは控えさせていただきたいと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、これで、市民課に係る議案第

１３号審議を終わります。  

 続きまして、議案第１４号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計予算の

議決についての説明を求めます。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、議案第１４号、令和２年度尾鷲市国民健

康保険事業特別会計予算の議決についてのうち、市民サービス課に係るものにつき

まして御説明申し上げます。  

 当初予算書の３２５ページを御覧ください。今回の当初予算につきましては、第

１条第１項にありますとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億２ ,４３６万

８ ,０００円とするものでございます。  

 続きまして、第２項第１表歳入歳出予算の内容について御説明申し上げます。予

算書３３４ページ、３３５ページを御覧ください。歳入でございます。  

 １款国民健康保険税につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   国民健康保険税について御説明いたします。当初予算書、お開

きのページです。  

 下段の計の欄を御覧ください。１款国民健康保険税、本年度予算額３億６ ,６８

８万１ ,０００円、前年度予算額に比較して２ ,４４１万２ ,０００円増額の見込み

であります。  

 税務課委員会資料６ページのほうを御覧ください。当初予算につきましては、令
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和元年度の国保税の調定状況等を基本に、経年変化や税率改正なる見込みを基に積

算をしております。  

 内訳のほうを御覧ください。節ごとに増額したものも減額したものもありますが、

増額が大きいため、２ ,４４１万２ ,０００円の増額見込みとなりました。増額の主

な要因は、令和２年度の国保税率の見直し、改正であります。  

 なお、退職者国保制度については制度が廃止されており、令和２年度当初予算で

は、加入世帯がない見込みでありますが、過年度分について追徴遡及課税される可

能性もあるところから、頭出しのみ１ ,０００円を計上しました。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   予算書にお戻りいただき、３３６ページ、３３７ペー

ジを御覧ください。  

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目社会保障・税番号制度システム整備費補

助金は、本年度予算額３５８万１ ,０００円で、前年度予算額に対しまして３５８

万１ ,０００円の増加でございます。この補助金は、総合住民情報システム改修費

に対する国からの補助金でございます。  

 ３款県支出金、１項県負担金、１目保険給付費等交付金は、本年度予算額１７億

３ ,０１４万７ ,０００円で、前年度予算額に対しまして６ ,９８２万５ ,０００円の

減少でございます。内訳といたしましては、普通交付金が１６億７ ,６１２万４ ,０

００円、特別交付金が５ ,４０２万３ ,０００円で、前年度に比べ減少した理由は、

主に保険給付費の減少見込みに伴う、普通交付金の減少でございます。  

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目基金運用収入は、本年度予算額１ ,００

０円で、前年度と同額でございます。  

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、本年度予算額２億１ ,

６６９万８ ,０００円で、前年度予算額に対しまして３４９万３ ,０００円の増加で

ございます。  

 内訳としましては、保険基盤安定繰入金１億２ ,５３４万５ ,０００円が、低所得

者の保険税軽減分などに対する国、県、市の一般会計からの繰入金でございます。

職員給与費等繰入金５ ,５１１万３ ,０００円が、人件費や事務経費に対する繰入金、

出産育児一時金繰入金２２４万円が、出産育児一時金に対する一般会計からの３分

の２の繰入金でございます。国保財政安定化支援事業繰入金３ ,４００万円は、被

保険者の応能割、保険税負担能力が特に不足していることなど、保険者の責に帰す

ることができない特別の事情に基づくと考えられる要因に着目して、限定的に認め
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られている一般会計からの繰入金で、交付税による財政措置が講じられるものでご

ざいます。  

 次ページを御覧ください。  

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、本年度予算額１ ,０００円で、前

年度予算額に対しまして６ ,４９７万２ ,０００円の減額でございます。これは主に

税率改正による国保税の増収や、国民健康保険事業納付金の減少によるものでござ

います。  

 ６款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、本年度予算額１ ,０００円で、前年度

と同額でございます。  

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料につきましては、税務課より御説明申し

上げます。  

○吉沢税務課長   ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、１節一

般被保険者延滞金３４０万２ ,０００円、２節の退職被保険者等延滞金４ ,０００円、

それぞれ国民健康保険税の延滞金であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、２項雑入、１目一般分第三者納付金は、

本年度予算額３５０万円で、前年度予算額に対しまして１５０万円の増加、２目退

職分第三者納付金は、本年度予算額１０万円で前年度予算額と同額でございます。

第三者納付金は、被保険者が交通事故など第三者の行為により負傷した場合の保険

給付に対する返納金でございます。  

 ３目一般分返納金は本年度予算額５万円、４目退職分返納金は、本年度予算額１ ,

０００円で、前年度と同額でございます。３目、４目の返納金は、いずれも被保険

者の医療費返納金でございます。  

 ５目雑入は、本年度予算額１ ,０００円で前年度と同額でございます。  

 続きまして、歳出でございます。次ページを御覧ください。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、本年度予算額５ ,５３２万７ ,

０００円で、前年度予算額に対しまして６０４万円の増加でございます。特定財源

の４２４万１ ,０００円は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金及び特別

交付金でございます。  

 国保職員人件費４ ,１４３万２ ,０００円につきましては、市民サービス課２名、

税務課４名の合計６名分の人件費でございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、国保一般管理費１ ,３８９万５ ,０
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００円は、国民健康保険事業の資格給付等の事務的経費で、主なものとしては、被

保険者証郵送代、資格の有無の確認事務手数料など役務費が５２８万３ ,０００円、

次ページを御覧ください。総合住民情報システム改修業務委託料など委託料４７１

万円、総合住民情報システム、庁内システムの国保分利用負担金３３１万円でござ

います。  

 総合住民情報システム改修業務委託料４２４万１ ,０００円は、令和３年３月か

らの運用を予定しております医療機関及び薬局が、患者のマイナンバーカードによ

り、加入保険の情報をオンラインで効率的に確認できるようにするための市システ

ム改修費及び７０歳以上の方の被保険者証と高齢受給者証を一体化するための市シ

ステム改修費で、財源として、社会保障・税番号制度システム整備費補助金及び特

別交付金を見込んでおります。  

 続きまして、２目連合会負担金は、本年度予算額９２万６ ,０００円で、前年度

予算額に対しまして１万２ ,０００円の減少でございます。主なものといたしまし

ては、連合会保健事業負担金３８万２ ,０００円、連合会一般負担金４６万８ ,００

０円でございます。  

 ２項徴税費につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   １款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費であります。説明欄

を御覧ください。国保賦課費１２１万円、これは国民健康保険税の賦課に係る事務

的な経費であります。  

 内訳を申し上げます。需用費２万８ ,０００円は事務用消耗品費、役務費３３万

６ ,０００円については、納税通知等に係る通信運搬費、次のページを御覧くださ

い。使用料及び賃借料１万１ ,０００円は複合機の使用料、負担金、補助及び交付

金８３万５ ,０００円は、納付書印刷に係る応分の国保会計分の負担金であります。  

 次に、国保徴収費１６１万７ ,０００円、こちらは国民健康保険税の徴収に係る

事務的な経費であります。  

 内訳を申し上げます。旅費３万８ ,０００円は、市外徴収の普通旅費であります。

需用費４５万９ ,０００円、主なものは納付書等の印刷製本費であります。役務費

７０万円、主なものは督促状などの郵送費用であります。負担金、補助及び交付金

４２万円は、三重地方税管理回収機構負担金であります。  

 市民サービス課と説明を交代します。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、３項運営協議会費、１目運営協議会費は、

本年度予算額３１万８ ,０００円で、前年度予算額に対しまして２０万４ ,０００円
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の減額でございます。  

 主なものといたしましては、国保運営協議会委員報酬３０万４ ,０００円で、委

員の協議会及び研修会参加に係る報酬で、協議会開催は３回を予定しております。  

 次ページを御覧ください。  

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般分療養給付費等は、本年度予算額１４

億４ ,４１１万８ ,０００円で、前年度予算額に対しまして４ ,４４９万３ ,０００円

の減少でございます。  

 ２目退職分療養給付費等は、本年度予算額４０万円で、前年度予算額に対しまし

て２７４万９ ,０００円の減少でございます。  

 ３目一般分療養費は、本年度予算額１ ,５１１万３ ,０００円で、前年度予算額に

対しまして１１８万４ ,０００円の増加でございます。  

 ４目退職分療養費は、本年度予算額５ ,０００円で、前年度予算額に対しまして

２万５ ,０００円の減少でございます。  

 ５目審査支払手数料は、本年度予算額４３０万２ ,０００円で、前年度予算額に

対しまして４３万８ ,０００円の減少でございます。主なものは国保連合会に対す

る手数料で、レセプトの内容点検に対する診療報酬審査支払手数料４２５万２ ,０

００円でございます。  

 ２款保険給付費、１項療養諸費の特定財源は、全て普通交付金でございます。ま

た、歳出見込みにつきましては、県より示されている普通交付金見込み算出資料な

どを基に積算しており、被保険者数の減少などにより減少するものと見込まれてお

ります。  

 次ページを御覧ください。  

 ２項高額療養費、１目一般分高額療養費は、本年度予算額２億１ ,９９７万７ ,０

００円で、前年度予算額に対しまして１ ,８５４万９ ,０００円の減少でございます。  

 ２目退職分高額療養費は、本年度予算額６万１ ,０００円で、前年度予算額に対

しまして５万１ ,０００円の減少でございます。  

 ３目一般分高額介護合算療養費は、本年度予算額１０万円で、前年度と同額でご

ざいます。  

 退職分高額介護合算療養費につきましては、令和２年４月以降、退職被保険該当

者がいなくなり、支給見込みがないことから、予算計上しておりません。  

 ２項高額療養費の特定財源は、全て普通交付金でございます。また、歳出見込み

につきましても、療養諸費と同様、県より示されている普通交付金見込み算出資料
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などを基に積算しております。  

 続きまして、３項移送費、１目一般分移送費は、本年度予算額１ ,０００円で、

前年度と同額でございます。  

 退職分移送費は、本年度予算額は０円で、前年度予算額に対しまして１ ,０００

円の減少でございます。退職被保険該当者がいなくなることにより、予算計上して

おりません。  

 次ページを御覧ください。  

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、本年度予算額３３６万円で、前年度

予算額に対しまして３７８万円の減少でございます。出産育児一時金として１件４

２万円、対象者８名分を見込んでおります。  

 ２目審査支払手数料は、本年度予算額２ ,０００円で、前年度予算額に対しまし

て２ ,０００円の減少でございます。対象件数８件分を見込んでおります。  

 続きまして、５項葬祭諸費、１目葬祭費は、本年度予算額２００万円で、前年度

予算額に対しまして４５万円の減額でございます。葬祭費として１件５万円、対象

者４０名分を見込んでおります。  

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付

費分は、本年度予算額３億７ ,３８６万９ ,０００円で、前年度予算額に対しまして

４ ,１７３万９ ,０００円の減少でございます。一般被保険者の医療給付費分に係る

納付金でございます。  

 退職被保険者等医療給付費分は、退職被保険該当者が存在しないため、納付金が

発生しなくなることにより、予算計上はございません。  

 次ページを御覧ください。  

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、本年度

予算額１億２ ,４７７万円で、前年度予算額に対しまして４４０万円の増加でござ

います。一般被保険者の後期高齢者支援金等分に係る納付金でございます。  

 退職被保険者等後期高齢者支援金等分は、退職被保険該当者が存在しないため、

納付金が発生しなくなることにより、予算計上はございません。  

 ３項介護納付金分、１目介護納付金分は、本年度予算額４ ,７２１万２ ,０００円

で、前年度予算額に対しまして２２７万１ ,０００円の増加でございます。一般被

保険者分の介護納付金でございます。  

 納付金全体額につきましては、前年度予算額に対しまして３ ,５３１万８ ,０００

円の減額となっております。これは、主に県全体の納付金額の減少と、市町単独で
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前期高齢者交付金などの精算をする必要がなくなったことによるものでございます。

また、各市町が県に納める県全体の納付金に対する本市の納付金の占める割合は、

約１ .１５％となっております。  

 続きまして、４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目共同事業拠出金は、

本年度予算額１ ,０００円で、前年度と同額でございます。年金受給者一覧表作成

に係る退職者医療共同事業事務費拠出金でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 ５款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費は、本年度予算額５２５万９ ,

０００円で、前年度予算額に対しまして１４３万３ ,０００円の減少でございます。  

 疾病予防費５２５万９ ,０００円の主なものといたしましては、委託料３８７万

１ ,０００円で、内訳は、脳ドックに係る住民検診等委託料１２６万１ ,０００円と、

レセプト点検業務委託料２６１万円でございます。  

 続きまして、２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費は、本年度

予算額２ ,１６６万７ ,０００円で、前年度予算額に対しまして９８万６ ,０００円

の増加でございます。  

 特定健康診査等事業費２ ,１６６万７ ,０００円の主なものといたしましては、委

託料２ ,０７０万４ ,０００円で、内訳は、健診委託料１ ,６８４万５ ,０００円と、

特定健診受診率向上対策委託料３８５万９ ,０００円でございます。健診委託料に

つきましては、特定健診の受診率を４０％と見込み、１ ,４６０人分の受診費用を

計上しております。  

 また、さらなる受診率の向上を図るため、今回新規で特定健診受診率向上対策委

託料を計上しておりますので、資料に基づき、係長より御説明申し上げます。  

○小川市民サービス課係長   資料の２ページを御覧ください。  

 医療費抑制の観点から、特定健診の受診率向上に努めるよう、国や県からの指導

が年々厳しくなっており、令和２年度からは、一定基準を満たさなければ交付金が

もらえないというだけではなく、減額されてしまうような評価基準が設定され、受

診率の低い本市にとっては非常に厳しい状況にあります。  

 そこで、令和２年度においては、これまで行ってきた事業を継続しつつ、効果的

な新たな方法で、受診率の向上を図りたいと考えています。  

 具体的には、これまでの電話と通知による二本立てでの受診勧奨を、通知による

受診勧奨一本に統一します。これまでの方法と異なる点は、対象者の年齢や性別、

過去の受診履歴、健診結果などから、どのような対象者に、どのような内容の通知
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で勧奨すると受診につながりやすいのかを分析し、対象者の特性に合わせたメッセ

ージによる個別通知での受診勧奨を考えています。  

 具体的な個別通知の例につきましては、３ページ及び４ページとなります。  

 例えば、３ページ、日々食事や運動に気を使っているため、病気になる心配をし

ておらず、健診に行く意義を感じていないタイプの方に対する通知となります。左

側には、そのようなタイプの方に対するメッセージと、右側には、健診で分かる主

な病気の兆候が記載されていますが、このようなメッセージにすることで、通知対

象者の健診に対する考え方に変化を与えられ、受診につながりやすくなるのではな

いかと考えています。  

 また、受診率向上に係る事業は、国の特別調整交付金の対象事業となっており、

その事業経費については、全額補助対象経費となる見込みですので、国の交付金が

活用できる間に、このような新たな方法での受診勧奨を実施することで、受診率の

向上を図りたいと考えています。  

 以上で、特定健診の受診率向上のための新たな取組についての説明とさせていた

だきます。  

○宇利市民サービス課長   予算書にお戻りいただき、３５６ページ、３５７ペー

ジを御覧ください。  

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金は、本年度予算額７

０万円で、前年度予算額に対しまして６９万９ ,０００円の増加です。国保財政調

整基金として積み立てるものでございます。  

 委員会資料の５ページを御覧ください。  

 当初予算後の令和２年度末の国保財政調整基金残高は、取崩額が１ ,０００円、

積立額が７０万円となり、差引き６９万９ ,０００円の増加と見込んでおります。

歳入においては、税率改正による国保税収の増加、歳出においては、県に納める国

民健康保険事業費納付金の減少見込み、財政調整基金を積み立てる予算編成となっ

ております。  

 予算書にお戻りいただき、３５６ページ、３５７ページを御覧ください。  

 ７款公債費、１項公債費、１目利子は、本年度予算額１３万２ ,０００円で、前

年度予算額と同額でございます。一時借入金が発生した場合の償還利子でございま

す。  

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般分保険税還付金、２目退職

分保険税還付金につきましては、税務課より御説明申し上げます。  
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○吉沢税務課長   １目一般分保険税還付金１８０万円、同じく２目退職分保険税

還付金１２万円は、いずれも国民健康保険税の過誤納付還付金であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   次ページを御覧ください。  

 一般分償還金及び還付加算金、及び、退職分償還金及び還付加算金は、国保財政

が県に一元化されたことに伴い、市単独での療養給付費等交付金などの精算がなく

なったことにより、予算計上を行わないものでございます。  

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金は、本年度予算額１ ,０００円で、前年度予算

額に対しまして１ ,０００円の増加で、頭出しの予算計上でございます。  

 議案第１４号についての説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１４号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会

計予算の議決の説明は終わりました。御質疑ある方は御発言願います。  

○小川委員   予算書の３３７ページなんですけど、県支出金のところの特別交付

金というのがありますよね。保険者努力支援制度で加算された分というのは、この

中に含まれているんでしょうか。  

○宇利市民サービス課長   今、予算計上上は入っております。  

○小川委員   大体どれぐらいの金額になるんでしょうか。  

○小川市民サービス課係長   令和２年度の当初予算の中の特別交付金の中で、保

険者努力支援分での交付金額は７２８万８ ,０００円です。  

○小川委員   今後、これを増やしていくために、何かほかにも、いろいろやって

いかないとと思うんですけど、何か目標でもあれば。  

○宇利市民サービス課長   ここの部分というのは、増やしていかないといけない

部分となっておりますので、先ほど申し上げましたとおり、新たな特定健診の取組

であったりとか、そういう部分で増やしていきたいなというふうに考えております。  

○小川委員   少し関連しているんですけど、３５５ページのレセプト点検業務委

託料というのがありますよね。その下に、前、健康増進の医療費削減強化何とか事

業委託料というのがあったと思うんですけど、１００万ぐらい。これがなくなった

のはなぜなんでしょうか。  

○小川市民サービス課係長   令和元年度については、確かに医療費の削減の強化

事業委託料ということで、１００万少し計上させていただいていました。それは令

和元年度のみ単発の事業で、福祉保健課のほうで主に行っていただいています。  

 まだ事業は完了していませんが、いろんな教室を開いたりとかということで、医
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療費削減につなげていこうというところで、令和元年度単発事業での実施となって

います。  

○小川委員   このたび、同じページなんですけど、一番下のところの特定健診受

診率向上対策委託料ですか、３８５万９ ,０００円。以前ですとコールセンターの、

委託していたと思うんですけど、それをみんなこれにまとめるという意味なんでし

ょうか。  

○宇利市民サービス課長   今、特別交付金の対象となっている間に、新しい取組

を行わせていただいて、前回、コールセンターと通知、両方合わせて６０万程度で

したかね、費用を持っておりました。それで、交付金等のバックを考えると、２０

万円ほどの一般財源があったんですけれども、それを、全て一般財源をなくす形で、

今回、３８５万９ ,０００円の事業として取り組んでみたいなと。  

 この事業がいつまで特別交付金の対象となるかは分かりませんが、特別交付金の

対象となって、一般財源がかからないうちに、新たな取組をして、少しでも多くの

方に特定健診に足を運んでいただきたいなというふうに考えております。  

○小川委員   特定健診を受けた方で、要検査とか再検査の方が出てくると思うん

ですけど、そういう方をもう一回、ちゃんと病院で診てもらうように、レセプトで

すかね、点検の利活用ということは、今のところは難しいんでしょうか。  

○宇利市民サービス課長   現状も行われてはいるんですけれども、正直、実際、

あまり効果が上がっていないというのが実情でございます。  

 その部分については、保健指導を行っても、全ての方が保健指導を行えるわけで

はありませんので、やはりどうしても、まず第一は特定健診を受けていただく。そ

の中から、そこの裾野を広げていって、保健指導につなげていきたいなというふう

に考えています。  

○小川委員   そのレセプトを利活用できれば、重症化予防もできると思いますの

で、そうするとやっぱり、１人当たりの医療費も値下げることもできますので、ぜ

ひ、できればそういう方向に持っていただきたいと思います。要望しておきます。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○野田委員   今の質問に関連してですけれども、３５５ページの特定健診受診率

向上対策委託料という、３８５万９ ,０００円というのは、今言ったように、個別

通知を、そういうものの委託料になるんですか。個別的に、どういう内訳、どんな

形なんですか。  

○宇利市民サービス課長   そのとおりでございます。  
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○野田委員   そして、受診率というのは、一定割合というか、ある程度ボーダー

ラインというのはあるんですか。  

○小川市民サービス課係長   受診率のボーダーラインというのは、一応３０％と

いうボーダーラインがあります。本市はぎりぎり３０％を超えていますので、減額

の対象にはなっておりませんが、ぎりぎりのところでの受診率です。  

○野田委員   こういう目標というか、ある分については、やはり徹底したやり方

をしないと、要は何を言いたいかというと、３０％のすれすれのところでいるわけ

ですよね。これを４０にするというのはどれぐらいのパワーが要るのか、ちょっと

分かりませんけれども、ある程度、１年間のうちで、受診率というか、チェックを

して、最後に、していない人を追い込むという形の、そういう何かをやっていかな

いと、みんなの意識が変わらないというふうに思うんです。  

 今、これ、交付金をもらう基準まで行っていますけれども、前のときもこういう

話をしたかも分かりませんが、そこら辺を、１年間でどのように自分たちでやって

いくのかという部分を、必要かなと思うんですが、いかがですか。  

○宇利市民サービス課長   やはり受診率の向上に向けて、過去からも幾つかの、

いろんな方法を取ってきたわけなんですね。受診勧奨の通知を出すであったり、受

診されていない方に電話をする、コールセンターというものがございますが、それ

を過去から継続してやっております。  

 それから、今年度は、特定健診を受ける際の個人負担金、５００円だったんです

けれども、これをゼロにという取扱いも行いました。  

 こういう形で、幾らか、それから、巡回の受診を輪内方面でやらせていただいた

りというような形で、いろんな形での受診率向上を行ってきたわけなんですけれど

も、なかなかに受診率が今、上がっていない状況で、正直なところ、自己負担金を、

５００円をゼロにした段階で、２月２７日時点なんですけれども、今現在３５ .

８％、去年が決算の時点で３４ .３％ですかね。１ .５ポイントほど増加しておりま

す。  

 これが負担金をゼロにした効果なのかどうかというのは、今後の検証をしてみな

いと分からないところなんですけれども、どういう形で受診率を向上させていくか

と、いろいろ検討していく中で、今年度は、受診をされていない方に対して、興味

を引くような形で、その方のどういう部分で、特定健診を受けられていないのかと

いうのを調査しながら、その方に応じたような受診勧奨をする。文書で受診勧奨し

て、興味を引くような形で、少しでも受診勧奨になればということで、新たな取組
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をさせていただこうかなというふうに考えております。  

○野田委員   今、課長の言われた受診勧奨、意識を高めるということで、僕、非

常に大事なことであると思うと同時に、やはりこういうものは尾鷲市全体として、

健康管理とかそういう部分の意識を高めるということにとって、これは非常に重要

な柱だと、僕はそういうふうに認識していまして、要は今、国のほうの医療機関の

中で、どういう項目を質問として投げかけたりとか、電話でも何でもいいんですけ

れども、関心のあるようなテーマによって、特定受診を受けさせるような、セール

スというんですか、そういうのもやっていると思いますので、そういうのも利用し

て、もっとこれを高める、ただ、そういうことをお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、議案第１４号の審査を終わり

ます。  

 続きまして、議案第１５号、令和２年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計予算

の議決についての説明を求めます。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、議案第１５号、令和２年度尾鷲市後期高

齢者医療事業特別会計予算の議決についてのうち、市民サービス課に係るものにつ

きまして御説明申し上げます。  

 予算書の３６７ページを御覧ください。  

 今回の当初予算につきましては、第１条第１項にありますとおり、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６億４ ,４３５万１ ,０００円と定めております。  

 続きまして、第２項第１表歳入歳出予算の内容について御説明申し上げます。  

 予算書の３７４ページ、３７５ページを御覧ください。歳入でございます。  

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   １款後期高齢者医療保険料の計の欄を御覧ください。本年度予

算額２億１ ,６３９万５ ,０００円、前年度予算額と比較して２ ,１７１万３ ,０００

円増額の見込みであります。  

 税務課委員会資料の９ページのほうを御覧ください。  

 御覧のとおり、特別徴収、普通徴収、それぞれ科目ごとの前年度比較は、こちら

の表のとおりであります。  

 後期高齢者医療保険料につきましては、三重県後期高齢者医療広域連合からの見
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込み資料を基に予算計上を行っております。広域連合での尾鷲市の見込み保険料を

特別徴収、普通徴収に案分し、予算計上をしております。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   予算書にお戻りいただき、３７４ページ、３７５ペー

ジを御覧ください。  

 ２款繰入金、１項繰入金、１目繰入金は、本年度予算額４億２ ,６９２万５ ,００

０円、前年度予算額に対しまして１ ,３２４万６ ,０００円の増加でございます。事

務費繰入金は３億２ ,９７４万６ ,０００円、保険基盤安定繰入金は９ ,７１７万９ ,

０００円でございます。  

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、本年度予算額１ ,０００円、前年度予

算額と同額でございます。  

 ４款諸収入につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   １目の延滞金３万円につきましては、後期高齢者医療保険料に

係る延滞金収入であります。  

 続きまして、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金及び還付加算金１０

０万円については、過誤納金等の還付に伴い、広域連合から収入されるものであり

ます。  

 市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   次ページを御覧ください。歳出でございます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、本年度予算額１ ,０２４万９ ,

０００円、前年度予算額に対しまして１６３万１ ,０００円の増加でございます。  

 後期高齢職員人件費は７３３万１ ,０００円で、職員１名分の人件費でございま

す。  

 後期高齢一般管理費２９１万８ ,０００円の主なものといたしましては、一般会

計に対して支払う後期会計分の総合住民情報システムの利用負担金２７５万４ ,０

００円でございます。  

 ２項徴収費につきましては、税務課より御説明申し上げます。  

○吉沢税務課長   徴収費１４９万７ ,０００円、後期高齢者医療保険料の賦課徴収

に係る事務的な経費であります。  

 内訳を申し上げます。次の予算書３７８、３７９ページを御覧ください。  

 需用費１４万２ ,０００円、事務用消耗品等であります。役務費５５万９ ,０００

円、主なものは保険料額決定通知書などの郵送費用であります。使用料及び賃借料
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２万２ ,０００円は複合機の使用料、負担金、補助及び交付金７７万４ ,０００円に

ついては、納付書共同印刷負担金であります。  

 市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、２款広域連合負担金、１項広域連合負担

金、１目広域連合負担金は、本年度予算額６億３ ,１６０万４ ,０００円、前年度予

算額に対しまして３ ,３４０万１ ,０００円の増加でございます。  

 三重県後期高齢者医療広域連合に対する負担金で、内訳としましては、一般管理

費負担金が８３３万６ ,０００円、健康診査費負担金が３６０万７ ,０００円、健康

診査事務費負担金が１３３万円、保険料等負担金が２億１ ,６４２万５ ,０００円、

保険基盤安定負担金が９ ,７１７万９ ,０００円、療養給付費負担金が３億４７２万

７ ,０００円でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金につきましては、税務課より御説明申

し上げます。  

○吉沢税務課長   １目保険料還付金及び還付加算金１００万円は、保険料の過誤

納付還付金であります。  

 説明を市民サービス課と交代いたします。  

○宇利市民サービス課長   続きまして、２項繰出金、１目一般会計繰出金は、本

年度予算額１ ,０００円、前年度と同額でございます。  

 市民サービス課からの説明は以上でございます。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１５号の説明が終わりました。御発言願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。ないようでございますので、これで市民

サービス課の審査を終了します。御苦労さんでした。  

 １０分間休憩します。  

（休憩  午後  ２時５３分）  

 

（再開  午後  ３時０２分）  

○三鬼（孝）委員長   休憩前に引き続き、委員会を再開します。  

 福祉保健課に係る議案は１８号、１３号、２３号、２５号、４議案あります。  

 まず最初に、議案第１８号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議

決についての説明を求めます。  
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○内山福祉保健課長   福祉保健課でございます。  

 それでは、議案第１８号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議決

についてのうち、福祉保健課に関する予算について御説明いたします。  

 まず、歳入から御説明いたします。  

 予算書の１２、１３ページを御覧ください。通知をさせていただきます。  

 ９款地方特例交付金、２項子ども・子育て支援臨時交付金、１目子ども・子育て

支援臨時交付金３ ,１１９万円の減額は、１節子ども・子育て支援臨時交付金３ ,１

１９万円の減額で、幼児教育無償化に係る国県支出金とその配分割合の確定に伴う

子ども・子育て支援臨時交付金の減額でございます。  

 次に、１２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金２５５万１ ,０

００円の増額は、４節児童福祉費負担金２５５万１ ,０００円の増額で、保育所入

所保護者負担金が見込みを上回ったことによる増額でございます。  

 次に、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金１ ,９７７万

３ ,０００円の増額は、２節児童福祉費負担金１ ,９７７万３ ,０００円の増額でご

ざいます。児童保護措置費負担金２ ,２００万７ ,０００円の増額につきましては、

幼児教育無償化に係る児童保護措置費負担金配分割合の確定によるもので、児童手

当国庫負担金２１２万３ ,０００円の減額は、対象者が見込みを下回ったことによ

るもので、母子生活支援施設入所措置費負担金１１万１ ,０００円の減額は、入所

世帯の見込みによるものでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金１ ,５９３万５ ,０００円の減額は、

１節社会福祉費補助金１ ,５９３万５ ,０００円の減額で、商品券販売額の見込みに

伴う事業費補助金１ ,４９３万５ ,０００円の減額と、委託料の見込みに伴う事務費

補助金１００万円の減額でございます。  

 次に、１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金１０１万３ ,０００

円の減額のうち、福祉保健課分は、２節児童福祉費負担金１９７万１ ,０００円の

増額でございます。児童保護措置費負担金２３７万５ ,０００円の増額につきまし

ては、幼児教育無償化に係る児童保護措置費負担金配分割合の確定によるもので、

児童手当県費負担金３４万８ ,０００円の減額は、対象者が見込みを下回ったこと

に伴う減額で、母子生活支援施設入所措置費負担金５万６ ,０００円の減額につき

ましては、入所世帯の見込みによるものでございます。  

 次に、２項県補助金、２目民生費県補助金８６万９ ,０００円の減額は、２節児
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童福祉費補助金８６万９ ,０００円の減額で、一人親家庭等医療費補助金８６万９ ,

０００円の減額につきましては、助成額の見込みに伴う減額でございます。  

 次に、３目衛生費県補助金１８０万８ ,０００円の減額のうち、福祉保健課分は、

１節保健費補助金７０万１ ,０００円の減額で、小児救急医療支援事業補助金７０

万１ ,０００円の減額は、尾鷲総合病院の小児科医が不在となったことによるもの

でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 １７款寄附金、１項寄附金、３目民生費寄附金５万４ ,０００円の増額は、１節

社会福祉費寄附金５万４ ,０００円で、社会福祉寄附金５万４ ,０００円は、福祉関

係寄附金として市内の１団体の方から御寄附いただいたものでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入５ ,８４７万５ ,０００円の減額のうち、福祉

保健課分は、３節民生費雑入５ ,９７４万円の減額で、プレミアム付商品券販売収

入の見込みに伴う５ ,９７４万円の減額でございます。  

 次に、歳出でございます。  

 ３２、３３ページを御覧ください。通知をさせていただきます。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費７ ,８３９万３ ,０００円の減

額のうち、福祉保健課分は、細目プレミアム付商品券事業７ ,５６７万５ ,０００円

の減額で、委託料１００万円の減額は、プレミアム付商品券事業業務委託料１００

万円の減額でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 負担金、補助及び交付金につきましては、プレミアム付商品券の販売額の見込み

に伴う７ ,４６７万５ ,０００円の減額でございます。  

 次に、２目障害者福祉費は、補正額はございませんが、財源内訳のその他特定財

源１万円は、地域福祉基金運用収入の充当により財源更正を行うものでございます。  

 次に、４目老人福祉費７１８万８ ,０００円の減額は、細目老人福祉施設援護事

業７１８万８ ,０００円の減額で、委託料の養護老人ホーム聖光園指定管理料６０

５万６ ,０００円の減額は、入所者の見込みに伴う減額でございます。扶助費の老

人福祉施設入所者措置費１１３万２ ,０００円の減額は、入所者の見込みに伴うも

のでございます。  

 次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費１９万８ ,０００円の減額は、細目

多子世帯支援事業１９万８ ,０００円の減額で、多子世帯支援給付費の見込みに伴
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う減額でございます。  

 ２目児童措置費１ ,９３５万４ ,０００円の減額は、細目保育所事業１ ,６７１万

３ ,０００円の減額で、障害児保育事業費補助金２８２万６ ,０００円の減額につき

ましては、対象者の見込みに伴う減額でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 扶助費の保育所運営費（施設型給付費）１ ,３８８万７ ,０００円の減額は、保育

所運営費の見込みに伴う減額でございます。  

 次に、細目児童手当給付事業２４２万円の減額は、扶助費の児童手当２４２万円

の減額で、対象者の見込みに伴う減額でございます。  

 次に、細目母子生活支援事業２２万１ ,０００円の減額は、扶助費の母子生活支

援施設入所措置費２２万１ ,０００円の減額で、入所者の見込みに伴う減額でござ

います。  

 次に、３目母子福祉費１７３万６ ,０００円の減額は、細目一人親家庭等医療費

助成事業１７３万６ ,０００円の減額で、扶助費の一人親家庭等医療助成金１７３

万６ ,０００円の減額は、助成額の見込みに伴う減額でございます。  

 次に、４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費は、補正額はございませんが、

財源内訳の国県支出金７０万１ ,０００円の減額は、小児救急医療支援事業補助金

７０万１ ,０００円の減額により、財源更正を行うものでございます。  

 次に、２目予防費４０１万円の減額は、細目予防接種事業４０１万円の減額で、

委託料の予防接種委託料４０１万円の減額は、予防接種の見込みに伴う減額でござ

います。  

 尾鷲市プレミアム付商品券事業につきましては、資料３で御説明をさせていただ

きます。通知をさせていただきます。  

○川嶋福祉保健課係長   それでは、尾鷲市プレミアム付商品券事業の執行状況に

ついて御報告いたします。  

 資料３を御覧ください。  

 本事業は、昨年１０月の消費税率の引上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与

える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的と

しまして、国による財政支援を活用し、低所得者及び子育て世帯向けのプレミアム

付商品券の発行を行ったものでございます。  

 本市におきましては、購入に際しまして、引換券の交付申請が必要であると見込

まれる住民税非課税の方４ ,７００名に対しまして、７月と１１月の２回、申請の
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御案内を送付し、そのうち、購入引換券を交付しましたのは１ ,９２４名でござい

ました。  

 なお、本市の購入引換券の申請率は４０ .９％であり、これは、２月２１日現在

の県の平均申請率３６ .７％を上回る結果となりました。子育て世帯につきまして

は、２６７名の方に購入引換券を交付しております。  

 なお、実際に商品券を購入された方は、非課税対象者、子育て世代、合わせて１ ,

７１２名でありました。  

 商品券の販売につきましては、昨年１０月１日から本年１月３１日まで行い、結

果、１０枚つづりの商品券８ ,５４４冊を販売し、発行額は４ ,２７２万円でござい

ました。  

 本事業を実施するに当たりましては、資料にお示ししましたとおり、ホームペー

ジや市広報、ワンセグ放送、あるいは、ＳＮＳなどを活用した周知を行い、また、

参加１６４店舗及び市内各施設にポスターやのぼりの掲示を行うなど、多くの方の

目に止まりやすいよう、様々な媒体を使った周知に努めたところでございます。  

 以上でございます。  

○内山福祉保健課長   以上で、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の

予算説明でございます。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１８号の説明を終わりました。  

 御質疑ある方は御発言願います。  

○野田委員   尾鷲市のプレミアム商品券なんですけれども、申請率が４０ .９％、

県平均で３６ .７％を上回っているということなんですけれども、２９市町の中で

は、どれぐらいなんですかね。ちょっと参考に、もしよかったらお聞きしたいんで

すが。  

○川嶋福祉保健課係長   各市町の平均申請率というのは、市町名を上げての報告

というのは、県のほうからないんですけれども、平均からすると、尾鷲市のほうは

上のほうにあるというふうには捉えております。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、議案第１８号の審査を終わり

ます。  

 続きまして、議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会計予算の議決についての説

明を求めます。  
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○内山福祉保健課長   それでは、議案第１３号、令和２年度尾鷲市一般会計予算

の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について御説明いたします。  

 まず、歳入から御説明いたします。  

 予算書の１８、１９ページを御覧ください。通知をさせていただきます。  

 ９款地方特例交付金、廃項子ども・子育て支援臨時交付金、廃目子ども・子育て

支援臨時交付金ゼロ円は、昨年１０月１日から実施された幼児教育・保育無償化に

伴う交付金の皆減で、比較のマイナス４ ,２１４万２ ,０００円のうち、福祉保健課

分はマイナス４ ,１６０万２ ,０００円でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 １２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金５ ,７７１万４ ,０００

円、１節社会福祉費負担金６万６ ,０００円は、福祉有償運送運営協議会負担金６

万６ ,０００円で、紀北町からの負担金でございます。  

 ２節障害者福祉費負担金１ ,２５７万２ ,０００円のうち、地域支援センター他町

負担金９７９万円は、紀北地域障がい者相談支援センターの運営に対する紀北町か

らの負担金でございます。紀北地域障がい者福祉計画策定事業他町負担金１５４万

３ ,０００円は、計画策定に係る紀北町からの負担金でございます。地域療育支援

事業（巡回療育相談）他町負担金４万円は、巡回療育相談委託に伴う紀北町からの

負担金でございます。療育教室事業他町負担金１１９万９ ,０００円は、療育事業

運営委託に伴う紀北町からの負担金でございます。  

 ３節老人福祉費負担金１ ,５３７万１ ,０００円は、尾鷲市養護老人ホーム聖光園

のほか、入所者負担金１ ,４８５万２ ,０００円と、生活管理指導短期宿泊事業、シ

ョートステイの利用者負担金５１万９ ,０００円でございます。  

 ４節児童福祉費負担金２ ,９７０万５ ,０００円は、保育所入所保護者負担金等で、

年間通した保育の無償化に伴い減額となっております。  

 ２目衛生費負担金２ ,１０３万７ ,０００円、そのうち福祉保健課分は、１節保健

費負担金１ ,９２７万７ ,０００円で、救急医療体制強化事業他町負担金として、紀

北町からの負担金１ ,７５２万８ ,０００円、各種がん検診自己負担金１５６万２ ,

０００円等でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、１３款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料２１万２ ,０００

円、１節社会福祉使用料２１万２ ,０００円は、簡易住宅使用料２万４ ,０００円、

福祉保健センター使用料１８万円等でございます。  
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 次に、２６、２７ページを御覧ください。  

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金８億１ ,２６７万９ ,

０００円、１節社会福祉費負担金２億２ ,２３９万４ ,０００円のうち、福祉保健課

分は、２行目の特別障害者手当等給付費負担金から生活困窮者自立支援事業等国庫

負担金までで、障害者や障害児及び生活困窮者に対する事業の国庫負担金でござい

ます。  

 次に、２節児童福祉費負担金３億４ ,２８２万１ ,０００円は、保育所運営費に係

る児童保護措置費負担金、児童手当国庫負担金、児童扶養手当負担金等でございま

す。  

 ３節生活保護費負担金２億４ ,７４６万４ ,０００円は、生活扶助費、医療扶助費、

介護扶助費に対する４分の３の国庫負担金でございます。  

 次に、２目衛生費国庫負担金２０万円、１節保健費負担金２０万円は、未熟児養

育医療費等国庫負担金２０万円でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金１ ,９１５万９ ,０００円、１節社

会福祉費補助金７０５万４ ,０００円は、地域生活支援事業費等補助金でございま

す。  

 ２節児童福祉費補助金１ ,０２５万７ ,０００円は、母子家庭等対策総合支援事業

補助金２００万６ ,０００円、地域子ども・子育て支援事業費補助金７３５万６ ,０

００円等でございます。  

 ３節生活保護費補助金１８４万８ ,０００円は、生活困窮者就労準備支援事業等

補助金１４４万９ ,０００円等でございます。  

 次に、３目衛生費国庫補助金８４９万１ ,０００円のうち、福祉保健課分は、１

節保健費補助金２２４万９ ,０００円で、母子保健衛生費国庫補助金５４万２ ,００

０円、風しん抗体検査補助金１５８万３ ,０００円等でございます。  

 次に、３項委託金、次ページを御覧ください。２目民生費委託金３６５万１ ,０

００円のうち、福祉保健課分は、２節児童福祉費委託金７万３ ,０００円で、特別

児童扶養手当事務取扱交付金７万３ ,０００円でございます。  

 次に、１５款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金は３億７ ,３１６万

４ ,０００円で、１節社会福祉費負担金２億４ ,０１２万１ ,０００円のうち、福祉

保健課分は、三重県障害者自立支援給付費等負担金９ ,１７１万３ ,０００円、行旅

病人及び死亡人取扱費負担金３７万５ ,０００円及び三重県障害児通所給付費等負
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担金１６１万３ ,０００円でございます。  

 ２節児童福祉費負担金１億２ ,７４８万１ ,０００円は、児童保護措置費負担金１

億１７２万３ ,０００円、児童手当県費負担金２ ,５４６万３ ,０００円等でござい

ます。  

 ３節生活保護費負担金５５６万２ ,０００円は、生活保護法第７３条による負担

金でございます。  

 次に、３目衛生費県負担金１０万円は、１節保健費負担金１０万円で、養育医療

給付事業等負担金１０万円でございます。  

 次に、２項県補助金、次ページを御覧ください。２目民生費県補助金は７ ,４０

３万６ ,０００円で、１節社会福祉費補助金５ ,５４１万４ ,０００円は、心身障害

者医療費補助金３ ,６１８万６ ,０００円、子ども医療費補助金１ ,４９８万４ ,００

０円等でございます。  

 ２節児童福祉費補助金１ ,４６９万３ ,０００円は、一人親家庭等医療費補助金６

３１万３ ,０００円、地域子ども・子育て支援事業費補助金７３５万６ ,０００円等

でございます。  

 次に、３目衛生費県補助金９７１万３ ,０００円のうち、福祉保健課分は、１節

保健費補助金１３１万５ ,０００円で、県特定不妊治療費及び不育症治療費等補助

金１５万６ ,０００円、健康増進事業補助金１０３万６ ,０００円等でございます。  

 次に、４０、４１ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入５２２万７ ,０００円

のうち、福祉保健課分は、１節災害援護資金貸付金返還金２３万７ ,０００円で、

平成２３年度に発生した水害に対する貸付金の返還金でございます。  

 次に、４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入５ ,３０５万４ ,０００円、１

節地域支援事業受託事業収入５ ,３０５万４ ,０００円は、紀北広域連合から介護予

防を中心とした地域支援事業及び地域包括ケアシステム構築に係る受託事業収入で

ございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ５項雑入、１目雑入６ ,２７３万２ ,０００円のうち、福祉保健課分は、３節民生

費雑入６０万円で、生活保護法第６３条による返還金（現年度分）６０万円でござ

います。  

 以上が歳入についての御説明でございます。  

 次に、歳出について御説明いたします。  
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 １１６、１１７ページを御覧ください。通知をさせていただきます。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算額８億３ ,０８

３万３ ,０００円で、対前年度比１ ,３３４万８ ,０００円の増額でございます。財

源内訳は、国県支出金が９ ,４３８万２ ,０００円、その他特定財源２７万円は、福

祉保健センター使用料等で、一般財源は７億３ ,６１８万１ ,０００円でございます。  

 人件費につきましては、総務課より説明が行われておりますので、割愛をさせて

いただきます。  

 次ページを御覧ください。  

 細目社会福祉一般総務費は５億６ ,２７５万円でございます。主なものといたし

ましては、需用費９９７万３ ,０００円は、福祉保健センターの光熱水費７８２万

４ ,０００円でございます。次ページを御覧ください。委託料６１６万６ ,０００円

は、福祉保健センターの管理に伴う各種委託料でございます。負担金、補助及び交

付金５億４ ,１５４万７ ,０００円は、負担金では、紀北広域連合負担金が４億９ ,

１０９万４ ,０００円、補助金では、社会福祉協議会運営助成金４ ,９１３万７ ,０

００円が主なものでございます。  

 次のページを御覧ください。  

 次に、細目戦没者追悼式費は７４万６ ,０００円で、第２５回尾鷲市戦没者追悼

式の費用でございます。  

 次に、細目戦没者等の遺族に対する特別弔慰金４万２ ,０００円は、対象者への

案内通知の費用でございます。  

 次に、２目障害者福祉費、本年度予算額は９ ,０８５万４ ,０００円で、対前年度

比８９１万６ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金が４ ,４２８

万４ ,０００円、地方債は、心身障害者医療費助成事業債が２ ,６００万円、その他

特定財源６７８万２ ,０００円は、紀北町からの事業委託に係る負担金が２７８万

２ ,０００円、ふるさと応援基金繰入金が４００万円で、一般財源は１ ,３７８万８ ,

０００円でございます。  

 細目障がい者福祉一般事務費は４１６万円で、委託料の紀北地域障がい者福祉計

画策定委託料３２４万５ ,０００円と、尾鷲市障がい福祉計画・尾鷲市障がい児福

祉計画策定委託料６１万３ ,０００円が主なものでございます。このことにつきま

しては、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間として策定するもので

ございます。  

 内容につきましては、主要施策の予算概要で御説明いたしますので、通知をさせ
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ていただきます。  

○更谷福祉保健課主任   それでは、尾鷲市障がい福祉計画及び尾鷲市障がい児福

祉計画、紀北地域障がい者福祉計画策定事業について御説明いたします。  

 尾鷲市障がい者福祉計画及び尾鷲市障がい児福祉計画策定事業は、本市における

障害福祉サービス等の提供体制の確立及び自立支援給付等の円滑な実施を図るため

に、尾鷲市障がい者福祉計画及び尾鷲市障がい児福祉計画を策定するものでござい

ます。  

 また、紀北地域障がい者福祉計画の策定事業は、障がい者の自立及び社会参加の

支援施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、紀北町と合同で、紀北地域障が

い者福祉計画を策定するものでございます。  

 尾鷲市障がい者福祉計画及び尾鷲市障がい児福祉計画、紀北地域障がい者福祉計

画は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間として、障害者総合支援

法及び障害者基本法に基づき、関係法令の改正など、国の施策の動向を視野に入れ、

障害者を取り巻く環境やニーズの変化を捉え直すとともに、これまでの施策、事業

の取組を評価し、今後のあるべき方向を再検討し、策定いたします。  

 また、紀北地域障がい者福祉計画につきましては、ワーキンググループにより素

案を作成し、紀北地域協議会で検討を行い、策定いたします。  

 事業費につきましては３８５万８ ,０００円で、尾鷲市障がい者福祉計画及び尾

鷲市障がい児福祉計画策定委託料６１万３ ,０００円、紀北地域障がい者福祉計画

策定委託料３２４万５ ,０００円となっております。  

 財源内訳といたしましては、一般財源が２３１万５ ,０００円、その他特定財源

として、紀北地域障がい者福祉計画策定事業費紀北町負担金が１５４万３ ,０００

円となっております。なお、負担金につきましては人口割となっております。  

 以上です。  

○内山福祉保健課長   予算書１２４、１２５ページへお戻りください。通知をさ

せていただきます。  

 細目特別障害者手当等給付費は１ ,０８０万３ ,０００円で、扶助費、特別障害者

手当等給付費１ ,０７９万９ ,０００円は、特別障害者手当２８名分、障害児福祉手

当９名分を見込んでおります。  

 次に、細目医療給付費７ ,２８８万円は、扶助費、心身医療費助成金７ ,２３７万

２ ,０００円が主なものでございます。  

 次に、細目在宅援護事業は３０１万１ ,０００円で、委託料２７２万５ ,０００円
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のうち、地域療育支援事業（巡回療育相談）１２万円につきましては、紀北町とと

もに、県立子ども心身発達医療センターに巡回療育相談を委託するものでございま

す。療育教室事業運営委託料２３９万９ ,０００円は、紀北町とともに、尾鷲市社

会福祉協議会に療育教室事業の運営を委託するものでございます。  

 次に、３目自立支援給付事業、本年度予算額は４億７４７万４ ,０００円で、対

前年度比１ ,００７万２ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金が

２億９ ,０５５万９ ,０００円、その他特定財源９７９万円は、紀北町からの地域支

援センター負担金で、一般財源は１億７１２万５ ,０００円でございます。  

 細目自立支援給付事業一般事務費は２ ,２４９万２ ,０００円で、次ページを御覧

ください。主なものといたしましては、委託料の紀北地域障がい者相談支援センタ

ー事業委託料２ ,０５８万３ ,０００円は、紀北町とともに障害のある方を対象に、

相談等の各種支援を尾鷲市社会福祉協議会に委託をするものでございます。  

 次に、細目介護給付・訓練給付費は３億７ ,３８３万円で、扶助費３億７ ,３８０

万２ ,０００円が主なもので、障害のある方が安心して暮らせる２０種類のサービ

スを提供するというものでございます。  

 次のページを御覧ください。  

 次に、細目地域生活支援事業費は１ ,１１５万２ ,０００円で、主なものといたし

ましては、委託料５２９万円は、移動支援事業委託料をはじめ日中一時支援事業な

どを、尾鷲市社会福祉協議会などの事業所に委託するものでございます。扶助費５

５６万１ ,０００円は、ストマ用装具など、日常生活用具給付事業費が主なもので

ございます。  

 次に、４目老人福祉費、本年度予算額は１億４３６万円で、対前年度比５７６万

６ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、県支出金として、高齢者地域福祉

推進事業費補助金が７１万８ ,０００円、地方債は緊急通報システム管理事業債が

２００万円、その他特定財源１ ,５６７万１ ,０００円は、老人ホーム入所者負担金

等が１ ,５３７万１ ,０００円、地域福祉基金繰入金が３０万円で、一般財源は８ ,

５９７万１ ,０００円でございます。  

 細目老人福祉一般事務費は２９９万６ ,０００円で、主なものといたしましては、

報償費１３万９ ,０００円は、尾鷲市高齢者保健福祉計画策定に伴うもので、令和

３年度から令和５年度までの３年間を計画期間として策定するものでございます。  

 内容につきましては、主要施策の予算概要で御説明をさせていただきます。通知

をさせていただきます。  
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○川嶋福祉保健課係長   それでは、尾鷲市高齢者保健福祉計画策定事業について

御説明いたします。  

 本事業は、高齢者の方が健康で生き生きと安心して地域で生活できるよう、現在

の高齢者福祉サービスの質を維持・向上させながら、新たな課題やニーズに対応で

きる体制づくりに向け、尾鷲市高齢者保健福祉計画を策定するものでございます。  

 本計画は、令和３年度から５年度までの３年間を計画期間として、同時期に紀北

広域連合が策定する第８期介護保険事業計画との連携を重視し、策定いたします。  

 計画の策定に当たりましては、策定委員会を設置し、委員の皆様から高齢者施策

に関する意見や提言を受けるとともに、一般の高齢者の方々や介護者、あるいは介

護支援員など介護職を対象としたアンケート調査を実施いたします。  

 また、高齢者保健福祉に関わる関係団体などを対象に座談会を開催し、高齢者福

祉に対する意見をいただくなど、市民の皆様の意向を反映した計画を策定いたしま

す。  

 事業費につきましては、策定委員会の委員報償費１３万９ ,０００円、冊子作成

に係る印刷製本費等の需用費が１９万４ ,０００円、アンケート調査に係る通信運

搬費等の役務費が２５万２ ,０００円であり、合計５８万５ ,０００円は全額一般財

源でございます。  

 以上でございます。  

○内山福祉保健課長   予算書１３０、１３１ページにお戻りください。通知をさ

せていただきます。  

 工事請負費１４５万２ ,０００円につきましては、養護老人ホーム聖光園居室４

部屋分の空調設備改修工事費でございます。  

 次に、細目老人福祉施設援護事業は９ ,２９９万８ ,０００円で、主なものといた

しましては、委託料８ ,４９９万４ ,０００円につきましては、養護老人ホーム聖光

園の指定管理料でございます。扶助費７９６万４ ,０００円は、老人福祉施設入所

者措置費でございます。  

 次に、細目在宅援護事業は８３６万６ ,０００円で、主なものといたしましては、

委託料３６４万４ ,０００円は、緊急通報システム管理委託料で、１２０台分の貸

与を見込んでおります。負担金、補助及び交付金４６０万３ ,０００円は、尾鷲市

老人クラブ連合会助成金１７５万６ ,０００円、尾鷲市シルバー人材センター運営

補助金２８４万７ ,０００円でございます。  

 次ページを御覧ください。  
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 次に、６目子ども医療費、本年度予算額は３ ,６５９万３ ,０００円で、対前年度

比９２７万５ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、県支出金として、子ど

も医療費県補助金が１ ,４９８万４ ,０００円、子ども医療費助成事業債が１ ,１０

０万円、その他特定財源が、ふるさと応援基金繰入金６１３万５ ,０００円、一般

財源は４４７万４ ,０００円でございます。  

 細目子ども医療費助成事業は３ ,６５９万３ ,０００円で、主なものといたしまし

ては、扶助費３ ,６１０万５ ,０００円は、中学校を卒業するまでの通院と入院を対

象とした医療費助成金でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、７目介護保険費、本年度予算額は５ ,３０５万４ ,０００円で、対前年度比

２９４万４ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、その他特定財源５ ,３０５

万４ ,０００円は、紀北広域連合からの地域支援事業受託事業収入でございます。  

 細目地域支援事業（総合事業）は２ ,２０１万９ ,０００円で、主なものといたし

ましては、委託料２ ,０３７万３ ,０００円は、一般介護予防事業２ ,０３７万３ ,０

００円でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 細目地域支援事業（任意）は７０４万４ ,０００円で、主なものといたしまして

は、委託料２５６万６ ,０００円は、食の自立支援事業委託料が２４６万６ ,０００

円で、高齢者の方の安否確認を兼ねた弁当の配食サービスで、利用者９７名を見込

んでおります。扶助費３８２万円は、家族介護慰労扶助費１０万円と介護用品給付

費３７２万円で、これは要介護４及び要介護５と認定されている在宅の高齢者の方

を介護している方７３名に対し、介護用品券を支給することで在宅介護を支援する

というものでございます。  

 次に、細目地域支援事業（包括）は１ ,９６１万２ ,０００円で、地域包括ケアシ

ステムの構築に係る事業として、三つの事業を尾鷲市社会福祉協議会へ委託すると

いうものでございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、９目生活困窮者自立支援事業費、本年度予算額は７８２万円で、対前年度

比２３万６ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出金が５１３万８ ,

０００円、一般財源が２６８万２ ,０００円でございます。  

 主なものといたしましては、委託料７６１万９ ,０００円は、生活困窮者自立支

援委託料７６１万９ ,０００円で、尾鷲市社会福祉協議会に委託するものでござい
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ます。  

 次に、廃目行旅病人及び死亡人取扱費、本年度予算額ゼロ円は、本年度の予算の

編成におきまして、１目社会福祉総務費、細目社会福祉一般総務費に、行旅病人及

び死亡取扱費の予算を計上したことによる皆減で、対前年度比２５万１ ,０００円

の減額でございます。  

 次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額は４ ,６７６万２ ,０

００円で、対前年度比１０９万９ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、国

県支出金が８８４万１ ,０００円で、その他特定財源１５６万円は、ふるさと応援

基金繰入金１５６万円で、一般財源は３ ,６３６万１ ,０００円でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 細目児童福祉一般総務費は３０万６ ,０００円で、子ども・子育て会議等に関す

る費用でございます。  

 次に、細目放課後児童健全育成事業は１ ,２３６万９ ,０００円で、委託料、放課

後児童クラブ運営委託料１ ,２３６万９ ,０００円は、尾鷲小学校において、わんぱ

くクラブを尾鷲民生事業協会に、福祉保健センターにおいてくれよんをＮＰＯ法人

あいあいに、それぞれ委託するというものでございます。  

 次に、細目ファミリーサポートセンター事業は５万２ ,０００円で、子育ての手

助けが必要な方と手助けが可能な方が会員となって、市がそのコーディネートを行

う子育て支援の有償ボランティア制度に係る費用でございます。  

 次に、細目多子世帯支援事業は１４４万７ ,０００円で、扶助費１４４万円は、

多子世帯支援給付費１４４万円で、３人目以降が生まれた世帯に対し、２年間にわ

たり紙おむつ及び粉ミルク購入券を支給するもので、２０世帯を見込んでおります。  

 次に、２目児童措置費、本年度予算額は６億９ ,９４９万３ ,０００円で、対前年

度比１ ,８２５万４ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出金は児童

保護措置費国庫負担金など４億４ ,９８３万５ ,０００円、地方債２ ,０００万円は、

障がい児保育事業債が２ ,０００万円、その他特定財源５ ,３２１万８ ,０００万は、

保育所入所保護者負担金２ ,８７１万３ ,０００円と、ふるさと応援基金繰入金が２ ,

４５０万５ ,０００円、一般財源は１億７ ,６４４万円でございます。  

 細目保育所事業は５億３ ,６５７万４ ,０００円で、次のページを御覧ください。

主なものといたしましては、委託料１ ,１１１万９ ,０００円は、地域子育て支援セ

ンター事業委託料８１５万２ ,０００円は、尾鷲第二保育園に併設する子育て支援

センターちびっこひろばの事業委託料で、一時預かり保育事業委託料２９６万７ ,
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０００円は、尾鷲第四保育園で一時預かり保育事業を、それぞれ尾鷲民生事業協会

に委託するものでございます。  

 次に、負担金、補助及び交付金７ ,４５０万２ ,０００円の主なものといたしまし

ては、主任保育士配置に対する認可保育所に対する特別助成金１ ,１５４万円のほ

か、尾鷲乳児保育園と尾鷲第一保育園で実施している延長保育事業に対する補助金

５９３万４ ,０００円、加配保育士を配置し、児童の発達を支援する障害児保育事

業費補助金４ ,４５０万５ ,０００円などでございます。扶助費４億５ ,０４５万５ ,

０００円は保育所運営費で、市内６か所の保育園等において年間延べ４ ,３２３名

の児童を保育するための運営費でございます。  

 次に、細目児童手当給付事業は１億６ ,１８４万２ ,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費１億６ ,１５８万円は児童手当で、次のページを御覧ください。

１ ,３１８人の児童を対象に児童手当を見込んでおります。  

 次に、細目母子生活支援事業は６７万７ ,０００円で、扶助費６７万７ ,０００円

は、母子生活支援施設入所措置費６７万７ ,０００円で、１世帯２名分の３か月分

を見込んでおります。  

 次に、細目児童相談事業は４０万円で、児童虐待防止のための家庭児童相談業務

等に係る費用でございます。  

 次に、３目母子福祉費、本年度予算額は１億６万１ ,０００円で、対前年度比３

５０万１ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、児童扶養手当国庫負担金等

国県支出金が３ ,６５８万７ ,０００円、その他特定財源３００万１ ,０００円は、

ふるさと応援基金繰入金が３００万円、ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負

担金が１ ,０００円、一般財源は６ ,０４７万３ ,０００円でございます。  

 細目母子福祉一般事務費は２万１ ,０００円で、助成相談業務に係るものでござ

います。  

 次に、細目一人親家庭等医療費助成事業は１ ,２７６万４ ,０００円で、次のペー

ジを御覧ください。主なものといたしましては、扶助費１ ,２６２万７ ,０００円は、

一人親家庭等医療費助成金１ ,２６２万７ ,０００円で、一人親家庭の母子及び父子

で高校卒業までの間、医療費を助成し、一人家庭における福祉の増進を図るという

ものでございます。対象は、父母が１７１人、子供が２６１人を見込んでおります。  

 次に、細目児童扶養手当給付事業は８ ,４５１万１ ,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費８ ,４３９万７ ,０００円は、児童扶養手当８ ,４３９万７ ,００

０円で、母子及び父子家庭に対し、所得に応じて手当を支給し、一人親家庭に福祉
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の増進を図るものでございます。対象は１８５世帯で、うち父子家庭が１８世帯を

見込んでおります。  

 次に、細目母子家庭自立支援給付金事業は２６７万７ ,０００円で、主なものと

いたしましては、負担金、補助及び交付金２６７万５ ,０００円のうち、高等職業

訓練促進給付金等事業補助金２４７万５ ,０００円は、母子及び父子家庭の母及び

父が、看護師などの資格を取得するために、１年以上養成機関で修業する場合に、

給付金を支給することで資格取得を支援するものでございます。  

 次に、細目ひとり親家庭等日常生活支援事業は８万８ ,０００円で、ひとり親家

庭における子育て支援や生活支援を目的に、家庭生活支援員が低料金でサービスを

行うというものでございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ３項生活保護費、１目生活保護総務費、本年度予算額は２ ,２３８万９ ,０００円

で、対前年度比２６５万２ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、国県支出

金３８８万２ ,０００円は、生活困窮者自立支援事業等国庫負担金等で、一般財源

は１ ,８５０万７ ,０００円でございます。  

 細目生活保護一般事務費は６５４万３ ,０００円で、主なものといたしましては、

委託料５６０万４ ,０００円は、被保護者就労支援事業委託料４６４万４ ,０００円

で、生活困窮者対策事業として、尾鷲市社会福祉協議会に委託するものでございま

す。  

 次に、２目扶助費、本年度予算額は３億２ ,４４８万６ ,０００円で、対前年度比

８７４万２ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、国県支出金２億４ ,８４３

万６ ,０００円は、生活保護費国庫負担金等で、その他特定財源６０万円は、生活

保護法第６３条による返還金で、一般財源は７ ,５４５万円でございます。  

 細目扶助費は３億２ ,４４８万６ ,０００円で、次ページを御覧ください。扶助費

３億２ ,４４３万６ ,０００円は、生活保護法に基づき最低限度の生活を保障するた

めに国が定める扶助費を支給するもので、１５８世帯、１７７名を見込んでおりま

す。  

 次に、３目生活保護施設事務費、本年度予算額は６１２万円で、前年度と同額で

ございます。財源内訳は、生活扶助費等国庫負担金が４５９万円で、一般財源は１

５３万円でございます。この予算は、居住する家がなく、施設に入所する必要のあ

る方に係る事務費負担金で、３名分を見込んでおります。  

 次に、４項地方改善事業費、１目地方改善事業費、本年度予算額は１ ,４２２万
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７ ,０００円で、対前年度比２５８万６ ,０００円の増額でございます。財源内訳は、

隣保館運営費県補助金が３９２万９ ,０００円で、一般財源は１ ,０２９万８ ,００

０円でございます。  

 細目隣保館運営事業は２５５万２ ,０００円で、次のページを御覧ください。地

域社会における福祉の向上や人権啓発及び住民交流の拠点として、林町会館を中心

に各種講座、人権講演会などを行うための各種費用でございます。  

 次のページを御覧ください。  

 ４款衛生費、１項保健費、１目保健総務費、本年度予算額は７ ,３０２万円で、

対前年度比１３６万７ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、未熟児養育医

療費等国庫負担金のほか、国県支出金が４５万６ ,０００円、地方債３００万円は

救急医療体制強化事業債で、その他特定財源１ ,７６２万８ ,０００円は、紀北町か

らの救急医療体制強化事業他町負担金等で、一般財源は５ ,１９３万６ ,０００円で

ございます。  

 細目一般保健事業は２７２万９ ,０００円で、主なものといたしましては、負担

金、補助及び交付金２７０万９ ,０００円は、次のページを御覧ください。紀北医

師会、尾鷲歯科医師会に対する地域医療助成金２２５万円と、県特定不妊治療費及

び不育症治療費等補助金３６万３ ,０００円が主なものでございます。  

 次に、細目救急医療体制強化事業は３ ,６６９万１ ,０００円で、救急医療の円滑

な実施により、住民の安全安心を確保する事業で、主なものといたしましては、委

託料として、一次救急医療体制事業委託料３１９万８ ,０００円を紀北医師会に、

負担金、補助及び交付金の病院群輪番制病院運営事業補助金３ ,３３２万円を尾鷲

総合病院へ補助するというものでございます。  

 次に、細目未熟児養育医療費助成事業は５０万５ ,０００円で、主なものといた

しましては、扶助費の未熟児養育医療費助成金５０万円で、医療を必要とする未熟

児に対し、必要な医療給付を確保し、保護者に対する育児支援を行うというもので

ございます。  

 次に、２目予防費、本年度予算額は４ ,４３４万１ ,０００円で、対前年度比２２

万７ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、風しん抗体検査補助金が１５８

万３ ,０００円、一般財源は４ ,２７５万８ ,０００円でございます。  

 細目予防接種事業は４ ,４３４万１ ,０００円で、主なものといたしましては、次

のページを御覧ください。委託料４ ,３００万円は、乳幼児、児童・生徒及び高齢

者の方に対し、各種予防接種を実施するもので、紀北医師会及び県内医療機関に委
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託するというものでございます。  

 次に、３目保健事業普及費、本年度予算額は３ ,５２５万８ ,０００円で、対前年

度比５２万８ ,０００円の減額でございます。財源内訳は、健康増進事業補助金の

ほか国県支出金が１８８万７ ,０００円、その他特定財源は、各種がん検診自己負

担金などが１６４万９ ,０００円、一般財源は３ ,１７２万２ ,０００円でございま

す。  

 細目健康増進事業は２ ,２８２万４ ,０００円で、次のページを御覧ください。委

託料２ ,０３６万７ ,０００円は、各種がん検診のほか、健康増進法に基づく各種健

診委託料でございます。  

 次に、細目母子保健事業は１ ,１３３万９ ,０００円で、主なものといたしまして

は、委託料１ ,０００万円は、乳児１歳半、３歳児健診及び妊婦一般健診等の委託

料でございます。  

 次に、細目メンタルヘルス事業は１９万２ ,０００円で、次のページを御覧くだ

さい。鬱病の早期発見早期治療のための鬱予防の普及啓発や、こころの健康教室な

どにかかる費用でございます。  

 次に、細目歯科保健事業は７３万９ ,０００円で、主なものといたしましては、

委託料６２万７ ,０００円は、歯周疾患病検診、フッ化物洗口に係る委託料でござ

います。  

 次に、細目健康ハッピーデー事業は１６万４ ,０００円で、尾鷲市健康増進計画

の取組であります生活習慣病、メンタルヘルスなどについて、啓発実践を目的に開

催する、健康ハッピーデーに係る費用でございます。  

 以上が、令和２年度尾鷲市一般会計予算のうちの、福祉保健課の説明でございま

す。  

○三鬼（孝）委員長   議案第１３号の説明は終わりました。  

 質疑につきましては明日行いたいと思いますので、今日はこれで終わります。御

苦労さまでした。  

（午後  ３時５０分  閉会）  


